
昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号

無線局運用規則

電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）第六十一条（通信方法等）、第六十二条（船舶局の運用）、第六十三条（運用しなければならな

い時間）、第六十四条（沈黙時間）及び第七十条（通信圏入出の通知）の規定の委任に基き、且つ、電波法を実施するため、電波監理委員

会設置法（昭和二十五年法律第百三十三号）第十七条の規定により、無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。

無線局運用規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第七号）の全部を次のように改正する。
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附則

第一章　総則

第一節　通則

（目的）

第一条　無線局の運用については、別に規定するものの外、この規則の定めるところによる。

（定義等）

第二条　この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一　「漁業局」とは、漁業用の海岸局及び漁船の船舶局をいう。

二　「漁業通信」とは、漁業用の海岸局（漁業の指導監督用のものを除く。）と漁船の船舶局（漁業の指導監督用のものを除く。以下この

号において同じ。）との間及び漁船の船舶局相互間において行う漁業に関する無線通信をいう。

三　「中波帯」とは、二八五ｋＨｚから五三五ｋＨｚまでの周波数帯をいう。

四　「中短波帯」とは、一、六〇六・五ｋＨｚから四、〇〇〇ｋＨｚまでの周波数帯をいう。

五　「短波帯」とは、四、〇〇〇ｋＨｚから二六、一七五ｋＨｚまでの周波数帯をいう。

六　「通常通信電波」とは、通報の送信に通常用いる電波をいう。

七　「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。

２　単側波帯の電波を使用する海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局についてのこの規則の適用については、「Ａ二Ａ電波」とある

のは「Ｈ二Ａ電波」とし、「Ａ三Ｅ電波」とあるのは「Ｈ三Ｅ電波」とする。

（実用化試験局に適用する規定）

第二条の二　実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の当該無線局に関するこの規則の規定を適用する。

（放送試験局等に適用する規定）

第二条の三　地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局には、地上基幹放送局に関するこの規則の規定を適用する。

第二節　無線設備の機能の維持等

（時計）

第三条　法第六十条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。
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（周波数の測定）

第四条　法第三十一条の規定により周波数測定装置を備えつけた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数（施行規則第

十一条の三第三号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなつている無線局であるときは、それらの周波数を含む。）

を測定しなければならない。

２　施行規則第十一条の三第四号の規定による送信設備を有する無線局は、別に備えつけた法第三十一条の周波数測定装置により、できる

限りしばしば当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない。

３　前二項の測定の結果、その偏差が許容値をこえるときは、直ちに調整して許容値内に保たなければならない。

４　第一項及び第二項の無線局は、その周波数測定装置を常時法第三十一条に規定する確度を保つように較正しておかなければならない。

（妨害の防止又は終了促進措置の協議）

第四条の二　無線局の免許人等は、法第二十七条の三十八第一項又は第二項に規定する協議の申入れがあつたときは、電波の公平かつ能率

的な利用を確保する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。

（電源用蓄電池の充電）

第五条　義務船舶局等（法第三十四条の義務船舶局等をいう。以下同じ。）の無線設備の補助電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、毎日

十分に充電しておかなければならない。

２　義務船舶局（法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。）の双方向無線電話の電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、常に十分に

充電しておかなければならない。

（義務船舶局等の無線設備の機能試験）

第六条　義務船舶局の無線設備（デジタル選択呼出装置による通信を行うものに限る。）は、その船舶の航行中毎日一回以上、当該無線設

備の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。

２　法第三十五条第一号の予備設備を備えている義務船舶局等においては、毎月一回以上、総務大臣が別に告示する方法により、その機能

を確かめておかなければならない。

３　デジタル選択呼出専用受信機を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、

その機能を確かめておかなければならない。

４　高機能グループ呼出受信機（施行規則第二十八条第九項に規定する船舶地球局の無線設備を含む。以下同じ。）を備えている義務船舶

局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。

（双方向無線電話の機能試験）

第七条　双方向無線電話を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎月一回以上当該無線設備によつて通信連絡を行い、その

機能を確かめておかなければならない。

（機能試験の通知）

第八条　前二条の義務船舶局等においては、同条の規定により機能を確かめた結果、その機能に異状があると認めたときは、その旨を船舶

の責任者に通知しなければならない。

（遭難自動通報局の無線設備等の機能試験）

第八条の二　遭難自動通報局（携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。）においては、一年以内の期間ごとに、別に告示する

方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。

２　前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備について準用する。

（非常局の無線設備の機能試験）

第九条　非常局においては、一週間に一回以上通信連絡を行い、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。ただし、総合通信

局長（沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。）においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

（義務航空機局の無線設備の機能試験）

第九条の二　義務航空機局（法第十三条第二項の航空機局をいう。以下同じ。）においては、その航空機の飛行前にその無線設備が完全に

動作できる状態にあるかどうかを確かめなければならない。

第九条の三　義務航空機局においては、千時間使用するたびごとに一回以上、その送信装置の出力及び変調度並びに受信装置の感度及び選

択度について設備規則に規定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない。

第二章　一般通信方法

第一節　通則

（無線通信の原則）

第十条　必要のない無線通信は、これを行なつてはならない。

２　無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

３　無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。

４　無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。

第十一条　削除

（モールス符号の使用）

第十二条　モールス無線電信による通信（以下「モールス無線通信」という。）には、別表第一号に掲げるモールス符号を用いなければな

らない。

（業務用語）

第十三条　無線電信による通信（以下「無線電信通信」という。）の業務用語には、別表第二号に定める略語又は符号（以下「略符号」と

いう。）を使用するものとする。ただし、デジタル選択呼出装置による通信（以下「デジタル選択呼出通信」という。）及び狭帯域直接印

刷電信による通信（以下「狭帯域直接印刷電信通信」という。）については、この限りでない。

２　無線電信通信においては、前項の略符号と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、航空、航空の準備及び航空の安全に関す

る情報を送信するための固定業務以外の固定業務においては、別に告示する略符号の使用を妨げない。

第十四条　無線電話による通信（以下「無線電話通信」という。）の業務用語には、別表第四号に定める略語を使用するものとする。

２　無線電話通信においては、前項の略語と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、別表第二号に定める略符号（「ＱＲＴ」、「Ｑ

ＵＭ」、「ＱＵＺ」、「 」、「 」、「ＴＴＴ」及び「ＸＸＸ」を除く。）の使用を妨げない。
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３　海上移動業務又は航空移動業務の無線電話通信において固有の名称、略符号、数字、つづりの複雑な語辞等を一字ずつ区切つて送信す

る場合及び航空移動業務の航空交通管制に関する無線電話通信において数字を送信する場合は、別表第五号に定める通話表を使用しなけ

ればならない。

４　海上移動業務及び航空移動業務以外の業務の無線電話通信においても、語辞を一字ずつ区切つて送信する場合は、なるべく前項の通話

表を使用するものとする。

５　海上移動業務及び海上移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際海事機関が定める標準海事航海用語を使用す

るものとする。

６　航空移動業務及び航空移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際民間航空機関が定める略語及び符号を使用す

るものとする。

（送信速度等）

第十五条　無線電信通信の手送りによる通報の送信速度の標準は、一分間について次のとおりとする。

和文　七十五字

欧文暗語　十六語

欧文普通語　二十語

２　前項の送信速度は、空間の状態及び受信者の技倆その他相手局の受信状態に応じて調節しなければならない。

３　遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る第一項の送信速度は、同項の規定にかかわらず、原則として、一分間について和文七十字、欧

文十六語をこえてはならない。

第十六条　無線電話通信における通報の送信は、語辞を区切り、かつ、明りように発音して行なわなければならない。

２　遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る前項の送信速度は、受信者が筆記できる程度のものでなければならない。

（昼間及び夜間を区別する時間）

第十七条　周波数の使用に関し昼間及び夜間を区別する時間は、告示する。

（無線電話通信に対する準用）

第十八条　無線電話通信の方法については、第二十条第二項の呼出しその他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の方

法に関する規定を準用する。

２　航空移動業務の無線電話通信について前項の規定を適用する場合においては、第十九条の二第一項中「海上移動業務」とあるのは「航

空移動業務」と、第二十一条第二項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第二十三条第二項中「海上移動業務」とあるの

は「航空移動業務」と、「二回以下」とあるのは「一回」と、同条第三項中「十分」とあるのは「海上移動業務の無線局と通信する航空

機局に係る場合は五分」と、第二十九条第四項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第三十八条中「海上移動業務」とあ

るのは「航空移動業務」と、第三十九条第三項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と読み替えるものとする。

（通信方法の特例）

第十八条の二　無線局の通信方法については、この規則の規定によることが著しく困難であるか又は不合理である場合は、別に告示する方

法によることができる。

第二節　無線電信通信の方法

（この節の規定の適用範囲）

第十九条　この節の規定は、無線電信通信（デジタル選択呼出通信及び狭帯域直接印刷電信通信を除く。）の一般的方法について定める。

（発射前の措置）

第十九条の二　無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を 良の感度に調整し、自局の発射しようとす

る電波の周波数その他必要と認める周波数によつて聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通

信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行なう場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を

与えないことが確実である電波により通信を行なう場合は、この限りでない。

２　前項の場合において、他の通信に混信を与える虞があるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。

（呼出し）

第二十条　呼出しは、順次送信する次に掲げる事項（以下「呼出事項」という。）によつて行うものとする。

一　相手局の呼出符号　三回以下（海上移動業務にあつては二回以下）

二　ＤＥ　一回

三　自局の呼出符号　三回以下（海上移動業務にあつては二回以下）

２　海上移動業務における呼出しは、呼出事項に引き続き、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

一　第二十七条各号に掲げる事項（通常通信電波が呼出しに使用された電波と同一である場合を除く。）

二　「ＱＴＣ」及び通報を表す数字（必要がある場合に限る。）

三　通報の種類を表す略符号（必要がある場合に限る。）

四　呼出しの理由を示す略符号（必要がある場合に限る。）

五　ＱＳＧ？（必要がある場合に限る。）

六　Ｋ

（呼出しの反復及び再開）

第二十一条　海上移動業務における呼出しは、一分間以上の間隔をおいて二回反復することができる。呼出しを反復しても応答がないとき

は、少なくとも三分間の間隔をおかなければ、呼出しを再開してはならない。

２　海上移動業務における呼出し以外の呼出しの反復及び再開は、できる限り前項の規定に準じて行うものとする。

（呼出しの中止）

第二十二条　無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しな

ければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。

２　前項の通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表わす概略の待つべき時間を示すものとする。

（応答）

第二十三条　無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。

２　前項の規定による応答は、順次送信する次に掲げる事項（以下「応答事項」という。）によつて行うものとする。

一　相手局の呼出符号　三回以下（海上移動業務にあつては二回以下）

二　ＤＥ　一回

三　自局の呼出符号　一回
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３　前項の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「Ｋ」を送信するものとする。但し、直ちに通報を受信す

ることができない事由があるときは、「Ｋ」の代りに「 」及び分で表わす概略の待つべき時間を送信するものとする。
概略の待つべき時間が十分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。

４　前二項の場合において、受信上特に必要があるときは、自局の呼出符号の次に「ＱＳＡ」及び強度を表わす数字又は「ＱＲＫ」及び明
瞭度を表わす数字を送信するものとする。
（通報の有無の通知）

第二十四条　呼出し又は応答に際して相手局に送信すべき通報の有無を知らせる必要があるときは、呼出事項又は応答事項の次に「ＱＴ
Ｃ」又は「ＱＲＵ」を送信するものとする。

２　前項の場合において、送信すべき通報の通数を知らせようとするときは、その通数を表わす数字を「ＱＴＣ」の次に送信するものとす
る。
（通報の連続送信）

第二十五条　通報を連続して送信しようとするときは、相手局の同意を求めなければならない。この場合は、「ＱＳＧ？」を送信して行う
ものとする。

２　前項の連続送信に同意するときは、「ＱＳＧ（必要と認めるときは、一連続として受信しようとする通報の通数を示す数字を附する。）」
を、拒絶するときは「ＱＳＧ　ＮＯ」を送信するものとする。
（不確実な呼出しに対する応答）

第二十六条　無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、且つ、自局に対す
る呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

２　自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代りに
「ＱＲＺ？」を使用して、直ちに応答しなければならない。
（電波の変更）

第二十七条　混信の防止その他の事情によつて通常通信電波以外の電波を用いようとするときは、呼出し又は応答の際に呼出事項又は応答
事項の次に左に掲げる事項を順次送信して通知するものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているとき
は、第二号に掲げる事項の送信を省略することができる。
一　ＱＳＷ又はＱＳＵ　一回
二　用いようとする電波の周波数（又は型式及び周波数）　一回
三　？（「ＱＳＵ」を送信したときに限る。）　一回

第二十八条　前条の通知に同意するときは、応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信するものとする。
一　ＱＳＸ　一回
二　Ｋ（直ちに通報を受信しようとする場合に限る。）　一回

２　前項の場合において、相手局の用いようとする電波の周波数（又は型式及び周波数）によつては受信ができないか又は困難であるとき
は、「ＱＳＸ」の代りに「ＱＳＵ」を、その電波の周波数（又は型式及び周波数）の代りに他の受信できる電波の周波数（又は型式及び
周波数）を送信し、相手局の同意を得た後「Ｋ」を送信するものとする。
（通報の送信）

第二十九条　呼出しに対し応答を受けたときは、相手局が「 」を送信した場合及び呼出しに使用した電波以外の電波に変
更する場合を除き、直ちに通報の送信を開始するものとする。

２　通報の送信は、左に掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、呼出しに使用した電波と同一の電波により送信する場合は、
第一号から第三号までに掲げる事項の送信を省略することができる。
一　相手局の呼出符号　一回
二　ＤＥ　一回
三　自局の呼出符号　一回
四　通報
五　Ｋ　一回

３　前項の送信において、通報は、和文の場合は「 」、欧文の場合は「 」をもつて終るものとする。
４　海上移動業務以外の業務において、特に必要があるときは、第二項第四号の通報の前に「ＨＲ」又は「ＡＨＲ」を送信することができ
る。
（長時間の送信）

第三十条　無線局は、長時間継続して通報を送信するときは、三十分（アマチュア局にあつては十分）ごとを標準として適当に「ＤＥ」及
び自局の呼出符号を送信しなければならない。
（誤送の訂正）

第三十一条　送信中において誤つた送信をしたことを知つたときは、左に掲げる略符号を前置して正しく送信した適当の語字から更に送信
しなければならない。

一　手送による和文の送信の場合は、
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二　自動機（自動的にモールス符号を送信又は受信するものをいう。以下同じ。）による送信及び手送による欧文の送信の場合は、

（通報の反覆）

第三十二条　相手局に対し通報の反覆を求めようとするときは、「ＲＰＴ」の次に反覆する箇所を示すものとする。

第三十三条　送信した通報を反覆して送信するときは、一字若しくは一語ごとに反覆する場合又は略符号を反覆する場合を除いて、その通

報の各通ごと又は一連続ごとに「ＲＰＴ」を前置するものとする。

（通信中の周波数の変更）

第三十四条　通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときは、次の事項を順

次送信して行うものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第二号に掲げる事項の送信を省

略することができる。

一　ＱＳＵ又はＱＳＷ若しくはＱＳＹ　一回

二　変更によつて使用しようとする周波数（又は型式及び周波数）　一回

三　？（「ＱＳＷ」を送信したときに限る。）　一回

第三十五条　前条に規定する要求を受けた無線局は、これに応じようとするときは、「Ｒ」を送信し（通信状態等により必要と認めるとき

は、「ＱＳＷ」及び前条第二号の事項を続いて送信する。）、直ちに周波数（又は型式及び周波数）を変更しなければならない。

（送信の終了）

第三十六条　通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて次に掲げる事項を順

次送信するものとする。

一　ＮＩＬ

二　Ｋ

（受信証）

第三十七条　通報を確実に受信したときは、左に掲げる事項を順次送信するものとする。

一　相手局の呼出符号　一回

二　ＤＥ　一回

三　自局の呼出符号　一回

四　Ｒ　一回

五　 後に受信した通報の番号　一回

２　国内通信を行なう場合においては、前項第五号に掲げる事項の送信に代えて受信した通報の通数を示す数字一回を送信することができ

る。

３　海上移動業務以外の業務においては、第一項第一号から第三号までに掲げる事項の送信を省略することができる。

（通信の終了）

第三十八条　通信が終了したときは、「 」を送信するものとする。ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを

省略することができる。

（試験電波の発射）

第三十九条　無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波

数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に

一分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「ＶＶＶ」の連続及び自局の呼出符号一回を送信しなければならない。

この場合において、「ＶＶＶ」の連続及び自局の呼出符号の送信は、十秒間をこえてはならない。

一　ＥＸ　三回

二　ＤＥ　一回

三　自局の呼出符号　三回

２　前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければ

ならない。

３　第一項後段の規定にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあつては、必要があるときは、十秒間をこえて「ＶＶＶ」の連続

及び自局の呼出符号の送信をすることができる。

第三章　海上移動業務、海上移動衛星業務及び海上無線航行業務の無線局の運用

第一節　通則

（入港中の船舶の船舶局の運用）

第四十条　法第六十二条第一項ただし書の規定により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次のとおりとする。

一　無線通信によらなければ他に陸上との連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を海岸局に送信する場合

二　総務大臣若しくは総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とする場合

三　二六・一七五ＭＨｚを超え四七〇ＭＨｚ以下の周波数の電波により通信を行う場合

四　その他別に告示する場合

（船舶自動識別装置等の常時動作）

第四十条の二　施行規則第二十八条第一項の規定により船舶自動識別装置を備えなければならない義務船舶局又は同条第六項に規定する船

舶長距離識別追跡装置を備える無線局は、これらの無線局のある船舶の航行中常時、これらの装置を動作させなければならない。ただ

し、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

一　航行情報の保護を規定する国際的な取決め、規則又は基準がある場合
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二　船舶の責任者が当該船舶の安全の確保に関し、航海情報を秘匿する必要があると特に認める場合

２　前項第二号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止する時間は、必要 小限でなければならない。

３　第一項第二号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止した場合は、その装置を備える船舶の責任者は、遅滞なくその旨を海

上保安庁に通報しなければならない。

（船舶局の閉局の制限）

第四十一条　船舶局は、次に掲げる通信の終了前に閉局してはならない。

一　遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信（これらの通信が遠方で行われている場合等であつて自局に

関係がないと認めるものを除く。）

二　通信可能の範囲内にある海岸局及び船舶局から受信し又はこれに送信するすべての通報の送受のための通信（空間の状態その他の事

情によつてその通信を継続することができない場合のものを除く。）

（聴守電波等）

第四十二条　法第六十五条本文の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局については、Ｆ一Ｂ電波二、一八七・五ｋＨｚ、四、二〇七・五ｋＨｚ、

六、三一二ｋＨｚ、八、四一四・五ｋＨｚ、一二、五七七ｋＨｚ若しくは一六、八〇四・五ｋＨｚ又はＦ二Ｂ電波一五六・五二五ＭＨ

ｚの指定を受けているもの

二　船舶地球局及び海岸地球局については、総務大臣が別に告示するもの

三　船舶局については、次に掲げるもの

（１）　Ｆ三Ｅ電波一五六・六五ＭＨｚ又は一五六・八ＭＨｚの指定を受けている船舶局（旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶で

あつて、国際航海に従事するものの船舶局に限る。）

（２）　法第三十三条の規定によりナブテツクス受信機を備える船舶局

（３）　法第三十三条の規定により高機能グループ呼出受信機を備える船舶局

四　海岸局については、Ｆ三Ｅ電波一五六・八ＭＨｚの指定を受けているもの

第四十三条　法第六十五条の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　Ｆ三Ｅ電波一五六・六五ＭＨｚ及び一五六・八ＭＨｚの聴守については、その船舶が海上交通安全法（昭和四十七年法律第百十五

号）第一条第二項の規定による同法を適用する海域（第四十四条の二において「特定海域」という。）及び港則法（昭和二十三年法律

第百七十四号）第三条第二項に規定する特定港の区域（第四十四条の二において「特定港の区域」という。）を航行中常時

二　Ｆ一Ｂ電波五一八ｋＨｚの聴守については、Ｆ一Ｂ電波五一八ｋＨｚで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時

三　Ｆ一Ｂ電波四二四ｋＨｚの聴守については、Ｆ一Ｂ電波四二四ｋＨｚで海上安全情報を送信する無線局の通信圏として総務大臣が別

に告示するものの中にあるとき常時

四　Ｇ一Ｄ電波一、五三〇ＭＨｚから一、五四五ＭＨｚまでの五ｋＨｚ間隔又はＱ七Ｗ電波一、六二一・三五ＭＨｚから一、六二六・五

ＭＨｚまでの四一・六六七ｋＨｚ間隔の周波数のうち、高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数の聴守については、常時

第四十三条の二　法第六十五条の表の一の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数のうち当該無線局が指定を受けている

ものとする。

一　Ｆ一Ｂ電波二、一八七・五ｋＨｚ

二　Ｆ一Ｂ電波八、四一四・五ｋＨｚ

三　Ｆ一Ｂ電波四、二〇七・五ｋＨｚ、六、三一二ｋＨｚ、一二、五七七ｋＨｚ及び一六、八〇四・五ｋＨｚ（船舶局の場合にあつて

は、これらの電波のうち、時刻、季節、地理的位置等に応じ、適当な海岸局と通信を行うため適切な一の周波数とする。）

四　Ｆ二Ｂ電波一五六・五二五ＭＨｚ

２　法第六十五条の表の二の項の総務省令で定める周波数は、総務大臣が別に告示する。

３　法第六十五条の表三の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数とする。

一　第四十二条第三号の（２）の船舶局にあつては、Ｆ一Ｂ電波四二四ｋＨｚ又は五一八ｋＨｚ

二　第四十二条第三号の（３）の船舶局にあつては、Ｇ一Ｄ電波一、五三〇ＭＨｚから一、五四五ＭＨｚまでの五ｋＨｚ間隔又はＱ七Ｗ

電波一、六二一・三九五八三三ＭＨｚから一、六二五・九七九一六七ＭＨｚまでの四一・六六七ｋＨｚ間隔の周波数のうち、高機能グ

ループ呼出しの回線設定を行うための周波数

４　法第六十五条の表四の項の総務省令で定める周波数は、Ｆ三Ｅ電波一五六・八ＭＨｚとする。

第四十四条　法第六十五条ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

一　船舶地球局にあつては、無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。

二　船舶局にあつては、次に掲げる場合

（１）　無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。

（２）　一五六・六五ＭＨｚ又は一五六・八ＭＨｚの聴守については、当該周波数の電波の指定を受けていない場合

三　海岸局については、現に通信を行つている場合

第四十四条の二　第四十二条第三号の（１）に該当する船舶局は、法第六十五条の規定によるほか、特定海域及び特定港の区域以外の海域

を航行中においても、できる限り常時、Ｆ三Ｅ電波一五六・八ＭＨｚを聴守するものとする。

２　次の表の上欄に掲げる船舶局は、同表の中欄に掲げる時間中、同表の下欄に掲げる周波数をできる限り聴守するものとする。

船舶局 時間 周波数

一　Ｆ三Ｅ電波一五六・六五ＭＨｚの指定を受けている船舶局

（第四十二条第三号の（１）に該当するもの並びにＦ三Ｅ電波一

五六・八ＭＨｚの指定を受けているものであつて一五六・六五Ｍ

Ｈｚ及び一五六・八ＭＨｚの周波数の電波を同時に聴守すること

ができないものを除く。）

その船舶が特定海域及び特定

港の区域を航行中常時

Ｆ三Ｅ電波一五六・六五ＭＨｚ

二　Ｆ三Ｅ電波一五六・八ＭＨｚの指定を受けている船舶局（第

四十二条第三号の（１）に該当するものを除く。）

その船舶の航行中常時 Ｆ三Ｅ電波一五六・八ＭＨｚ

三　ナブテツクス受信機を備える船舶局（第四十二条第三号の

（２）に該当するものを除く。）

その船舶がＦ一Ｂ電波四二四

ｋＨｚで海上安全情報を送信

する無線局の通信圏又はＦ一

Ｂ電波五一八ｋＨｚで海上安

Ｆ一Ｂ電波四二四ｋＨｚ又は五一八ｋＨｚ
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全情報を送信する無線局の通

信圏の中にあるとき常時

四　高機能グループ呼出受信機を備える船舶局（第四十二条第三

号の（３）に該当するものを除く。）

常時 Ｇ一Ｄ電波一、五三〇ＭＨｚから一、五四

五ＭＨｚまでの五ｋＨｚ間隔又はＱ七Ｗ電

波一、六二一・三九五八三三ＭＨｚから一、

六二五・九七九一六七ＭＨｚまでの四一・

六六七ｋＨｚ間隔の周波数のうち、高機能

グループ呼出しの回線設定を行うための周

波数

３　五〇〇ｋＨｚの周波数の電波の周波数の指定を受けている船舶局は、前二項の規定によるほか、その船舶の航行中、なるべく当該周波

数で聴守するものとする。

４　Ｆ三Ｅ電波一五六・六ＭＨｚの指定を受けている海岸局は、現にＦ三Ｅ電波一五六・八ＭＨｚにより遭難通信、緊急通信又は安全通信

が行われているときは、できる限り、Ｆ三Ｅ電波一五六・六ＭＨｚで聴守を行うものとする。

（常時運用しない海岸局）

第四十五条　法第六十三条ただし書の海岸局は、次の各号の一に該当するものであつて、総務大臣がその運用の時期及び運用義務時間を指

定した海岸局とする。

一　電気通信業務を取り扱わない海岸局

二　閉局中は隣接海岸局によつてその業務が代行されることとなつている海岸局

三　季節的に運用する海岸局

２　前項の海岸局には、第四十一条の規定を準用する。

３　第一項の海岸局及びその運用義務時間並びに同項第二号の海岸局の業務を代行する海岸局は、告示する。

（船位通報に関する通信を取り扱う海岸局等の運用）

第四十六条　船位通報（施行規則第三十七条第三号の船位通報をいう。）に関する通信を取り扱う海岸局並びに海上安全情報の送信を行う

海岸局及び海岸地球局の運用に関する次の事項は、告示する。

一　識別信号

二　使用電波の型式及び周波数

三　運用する時間その他必要と認める事項

第四十七条から第四十九条まで　削除

（入港前の通信）

第五十条　入港によつて閉局しようとする船舶局は、入港前に必要な通信をできる限り処理しなければならない。

（海岸局との通信）

第五十一条　中波帯の周波数の電波で運用する船舶局の海岸局に対する通信は、自局の所在する通信圏の海岸局（二以上の海岸局の通信圏

にあるときは、連絡設定が も容易な海岸局）に対して行わなければならない。但し、遭難通信、緊急通信及び安全通信については、こ

の限りでない。

２　中短波帯又は短波帯の周波数の電波で運用する船舶局は、通報を速達上 も便利であると認める海岸局に送信することができる。ただ

し、附近の海外局の通信に混信を与えてはならない。

第五十二条及び第五十三条　削除

第五十四条　削除

（通信の優先順位）

第五十五条　海上移動業務及び海上移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。

一　遭難通信

二　緊急通信

三　安全通信

四　その他の通信

２　海上移動業務において取り扱う法第七十四条第一項に規定する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶこと

ができる。

（義務船舶局等の運用上の補則）

第五十五条の二　施行規則第三十二条の十に規定する無線設備を備える義務船舶局等の運用に当たつては、法第四十八条の二第一項の船舶

局無線従事者証明を受けている無線従事者は、法及びこれに基づく命令に規定するもののほか、総務大臣が別に告示するところに従わな

ければならない。

（混信の防止）

第五十五条の三　船舶地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻

害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第五十二条第一号から第四号までに掲げる通信を行う場合は、

この限りでない。

第二節　通信方法

第一款　通則

（周波数等の使用区別）

第五十六条　海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとす

る。

第五十七条　海上移動業務においては、呼出し、応答又は通報の送信は、前条の区別によるものであつて次に掲げる電波によつて行わなけ

ればならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信については、この限りでない。

一　呼出しには、相手局の聴守する周波数の電波（海岸局の聴守する周波数の電波が一五六・八ＭＨｚの周波数の電波及びこれに応ずる

通常通信電波である場合において、呼出しを行う船舶局が当該通常通信電波の指定を受けているときは、原則として、当該通常通信電

波）

二　応答には、呼出しに使用された周波数に応じ、相手局の聴守する周波数の電波。ただし、相手局から応答すべき周波数の電波の指示

があつた場合は、その電波による。
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三　通報の送信には、呼出し又は応答に使用された周波数に応じ、当該無線局に指定されている通常通信電波。ただし、呼出し又は応答

の際に他の周波数の電波の使用を協定した場合は、その電波による。

（電波の使用制限）

第五十八条　二、一八七・五ｋＨｚ、四、二〇七・五ｋＨｚ、六、三一二ｋＨｚ、八、四一四・五ｋＨｚ、一二、五七七ｋＨｚ及び一六、

八〇四・五ｋＨｚの周波数の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。

２　二、一七四・五ｋＨｚ、四、一七七・五ｋＨｚ、六、二六八ｋＨｚ、八、三七六・五ｋＨｚ、一二、五二〇ｋＨｚ及び一六、六九五ｋ

Ｈｚの周波数の電波の使用は、狭帯域直接印刷電信装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。

３　二七、五二四ｋＨｚ及び一五六・八ＭＨｚの周波数の電波の使用は、次に掲げる場合に限る。

一　遭難通信、緊急通信（医事通報に係るものにあつては、一五六・八ＭＨｚの周波数の電波については、緊急呼出しに限る。）又は安

全呼出し（二七、五二四ｋＨｚの周波数の電波については、安全通信）を行う場合

二　呼出し又は応答を行なう場合

三　準備信号（応答又は通報の送信の準備に必要な略符号であつて、呼出事項又は応答事項に引き続いて送信されるものをいう。以下同

じ。）を送信する場合

四　二七、五二四ｋＨｚの周波数の電波については、海上保安業務に関し急を要する通信その他船舶の航行の安全に関し急を要する通信

（第一号に掲げる通信を除く。）を行なう場合

４　五〇〇ｋＨｚ、二、一八二ｋＨｚ及び一五六・八ＭＨｚの周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、一分以上にわたつて

はならない。ただし、二、一八二ｋＨｚの周波数の電波を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合及び一五六・八ＭＨｚの

周波数の電波を使用して遭難通信を行う場合は、この限りでない。

５　八、二九一ｋＨｚの周波数の電波の使用は、無線電話を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。

６　Ａ三Ｅ電波一二一・五ＭＨｚの使用は、船舶局と捜索救難に従事する航空機の航空機局との間に遭難通信、緊急通信又は共同の捜索救

難のための呼出し、応答若しくは準備信号の送信を行う場合に限る。

７　第一項から第三項まで及び第五項に規定する周波数の電波並びに前項の電波は、これらの電波を発射しなければ無線設備の機器（警急

自動電話装置を除く。）の試験又は調整ができない場合には、当該各項の規定にかかわらず、これを使用することができる。

（通信周波数の表示方法の特例）

第五十八条の二　短波帯の周波数の電波を使用して行う無線電信通信においては、船舶局の通信周波数は、当該周波数が整数であるときは

その百の位以下の三数字を送信することにより、当該周波数が整数でないときはその百の位以下の三数字、「Ｒ」の文字及び小数点以下

第一位の数字を順次送信することにより、それぞれ表示をすることができる。

第二款　デジタル選択呼出通信

（この款の規定の適用範囲）

第五十八条の三　この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるデジタル選択呼出通信に適

用する。

（呼出し）

第五十八条の四　呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。

一　呼出しの種類

二　相手局の識別表示

三　通報の種類

四　自局の識別信号

五　通報の型式

六　通報の周波数等（必要がある場合に限る。）

七　終了信号

（呼出しの反復）

第五十八条の五　海岸局における呼出しは、四十五秒間以上の間隔をおいて二回送信することができる。

２　船舶局における呼出しは、五分間以上の間隔をおいて二回送信することができる。これに応答がないときは、少なくとも十五分間の間

隔を置かなければ、呼出しを再開してはならない。

（応答）

第五十八条の六　自局に対する呼出しを受信したときは、海岸局にあつては五秒以上四分半以内に、船舶局にあつては五分以内に応答する

ものとする。

２　前項の応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。

一　呼出しの種類

二　相手局の識別信号

三　通報の種類

四　自局の識別信号

五　通報の型式

六　通報の周波数等

七　終了信号

３　前項の送信に際して直ちに通報を受信することができないときは、その旨を通報の型式で明示するものとする。

４　第二項の送信に際して相手局の使用しようとする電波の周波数等によつて通報を受信することができないときは、通報の周波数等に自

局の希望する代わりの電波の周波数等を明示するものとする。

５　自局に対する呼出しに通報の周波数等が含まれていないときは、応答には、通報の周波数等に自局の使用しようとする電波の周波数等

を明示するものとする。

第三款　狭帯域直接印刷電信通信

（この款の規定の適用範囲）

第五十八条の七　この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務における狭帯域直接印刷電信通信に

適用する。

（呼出し）

第五十八条の八　呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。

一　呼出しの信号
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二　呼出しの信号及び相手局の識別信号

三　呼出しの信号及び呼出事項

（応答）

第五十八条の九　応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。

一　応答の信号

二　応答の信号及び自局の識別信号

三　応答の信号及び応答事項

第四款　モールス無線通信及び無線電話通信

（この款の規定の適用範囲）

第五十八条の十　この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるモールス無線通信及び無線

電話通信に適用する。

（準用規定の読替え）

第五十八条の十一　第十八条の規定により、海上移動業務における無線電話による呼出しに第二十条第一項及び第二十一条第一項の規定を

準用する場合には、第二十条第一項第一号及び第三号中「三回以下（海上移動業務にあつては二回以下）」とあるのは「三回以下」と、

第二十一条第一項中「一分間以上」とあるのは「二分間」と読み替えるものとする。

２　第十八条の規定により、海上移動業務における無線電話の応答に第二十三条第二項の規定を準用する場合には、同項第一号中「三回以

下（海上移動業務にあつては二回以下）」とあるのは「三回以下」と、同項第三号中「一回」とあるのは「三回以下」と読み替えるもの

とする。

（周波数の通知）

第五十八条の十二　船舶局は、中波帯の周波数の電波により海岸局を呼び出す場合は、できる限り通常通信電波で応答することを要求しな

ければならない。この場合において、船舶局は、あらかじめ海岸局が当該通常通信電波により現に送信をしていないことを確かめなけれ

ばならない。

２　船舶局は、呼出しを行なう場合は、呼出事項の次に「ＱＳＳ」及び通報の送信に使用しようとする通常通信電波の周波数を送信しなけ

ればならない。ただし、呼出しに使用した電波を通報の送信に使用する場合その他当該通常通信電波を通知する必要がないと認める場合

は、この限りでない。

（各局あて同報）

第五十九条　通信可能の範囲内にあるすべての無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十条及び第二十九条第二項の規

定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

一　ＣＱ　三回以下

二　ＤＥ　一回

三　自局の呼出符号　三回以下

四　通報の種類　一回

五　通報　二回以下

２　前項第五号の事項を呼出に使用した電波以外の電波に変更して送信する場合には、第六十三条第二項第二号の規定を準用する。

３　第十五条第三項の規定は、第一項の通報の送信速度に準用する。

（特定局あて同報）

第六十条　通信可能の範囲内にある二以上の特定の無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第二十条及び第二十九条第二項

の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

一　ＣＰ　三回以下

二　相手局の呼出符号　それぞれ二回以下

又は識別符号（特定の無線局を一括して表示する符号であつて、別に告示するものをいう。以下同じ。）　二回以下

三　ＤＥ　一回

四　自局の呼出符号　三回以下

五　通報　二回以下

２　前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第六十一条及び第六十二条　削除

（海岸局の一括呼出し）

第六十三条　一般海岸局は、別に告示する時刻及び電波により通報の送信を必要とするすべての船舶局を一括して呼び出さなければならな

い。

２　前項の規定による一括呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。

一　中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用する場合

（１）　ＣＱ　三回以下

（２）　ＱＴＣ　二回

（３）　各船舶局の呼出符号（アルファベット順による。）　それぞれ二回

（４）　ＤＥ　一回

（５）　自局の呼出符号　三回以下

二　中波帯の周波数の電波を使用する場合

Ａ二Ａ電波五〇〇ｋＨｚにより

（１）　ＣＱ　三回以下

（２）　ＤＥ　一回

（３）　自局の呼出符号　三回以下

（４）　ＱＳＷ　一回

（５）　一括呼出に使用する周波数　一回

直ちに（５）の周波数の電波に変更し

（６）　ＶＶＶ　数回（適当に自局の呼出符号をその間に送信するものとする。）

（７）　ＱＴＣ　二回

（８）　各船舶局の呼出符号（アルフアベツト順による。）　それぞれ二回
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（９）　ＤＥ　一回

（１０）　自局の呼出符号　三回以下

３　一般海岸局は、第一項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波（中波帯においては、Ａ二Ａ電波五〇〇ｋＨｚ）によ

り、左に掲げる事項を順次送信してその旨を各船舶局に通知しなければならない。

一　ＣＱ　三回以下

二　ＤＥ　一回

三　自局の呼出符号　三回以下

四　ＱＲＵ　二回以下

五　 　一回

４　無線電話による一括呼出しにおいては、一五六・八ＭＨｚ以外の周波数の電波を使用する場合にあつては第二項第一号に掲げる事項

を、一五六・八ＭＨｚの周波数の電波を使用する場合にあつては同項第二号に掲げる事項を順次送信するものとする。

５　第二項及び前項の規定は、一般海岸局以外の海岸局が、通報の送信を必要とする船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。

（一括呼出しに対する応答等）

第六十四条　前条の呼出しを受けた船舶局は、直ちに呼び出された順序で応答しなければならない。但し、応答しない船舶局があるとき

は、順次繰り上げるものとする。

２　前項以外の船舶局であつて、前条の海岸局と通信を必要とする船舶局は、前項の応答が終了した後、その海岸局に対し呼出事項及び

「ＱＲＹ？」を送信して自局の通信順位を問い合せることができる。

（順序通信）

第六十五条　海岸局が前条の規定による応答又は問合せを受信したときは、各船舶局との通信順位を決定し、左の事項を順次送信して各船

舶局にその通信順位を通知しなければならない。海岸局がほとんど同時に多数の船舶局から呼出しを受けたときも同様とする。

一　ＱＲＹ　二回

二　各船舶局の呼出符号　通信順序に従いそれぞれ二回

三　ＤＥ　一回

四　自局の呼出符号　二回

２　前項の規定による通知を受けた船舶局は、その海岸局から順次呼び出されるまで聴守しなければならない。

３　第一項の海岸局は、通知した順序に従い、直ちに各船舶局との通信を開始するものとする。

４　第一項の通信順序は、第五十五条の規定によるほか、次に掲げる順序を標準として決定しなければならない。

一　入港時の切迫している船舶局との通信

二　通信上比較的近距離にある船舶局との通信

三　通信上比較的遠距離にある船舶局との通信

（順序通信の終了又は中止の通知）

第六十六条　海岸局は、前条の順序通信を終了したときは、第六十三条第三項の送信方法により、その旨を各船舶局に通知しなければなら

ない。

２　海岸局は、前条の順序通信を一時中止しようとするときは、前項の規定に準じてその旨を関係の船舶局に通知しなければならない。但

し、「ＱＲＵ」の代りに「ＱＲＸ」及び再開の予定時刻を送信するものとする。

（後回受信証による通報の送信）

第六十六条の二　一般海岸局であつて別に告示するものは、通信の疎通上必要があるときは、別に告示する時刻及び電波により、通信可能

の範囲内にある特定の船舶局にあて、後回受信証による通報の送信（応答及び即時の受信証を求めない通報の送信をいう。）を行うこと

ができる。

２　前項の通報の送信は、第二十条及び第二十九条第二項の規定にかかわらず、第六十三条第二項第一号の（１）から（５）までの事項に

引き続き次の事項を順次送信して行うものとする。

一　ＴＦＣ　二回

二　通報（各通報ごとに相手局の呼出符号二回を前置する。）　二回

３　第一項の通報の送信を行う一般海岸局は、同項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波により、第六十三条第三項各

号の事項を順次送信してその旨を第一項の船舶局に通知しなければならない。

（後回受信証の送信）

第六十六条の三　前条の通報を受信した船舶局は、できる限りすみやかに、その通報を送信した海岸局に、直接又は他の船舶局を経由し、

若しくは他の適宜の方法によつて、受信証を送信しなければならない。

（医事通信）

第六十七条　船舶局は、医師の乗り組んでいる船舶の船舶局（外国の船舶局を除く。）を呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信し

て行うものとする。

一　ＭＤＣ　三回

二　ＤＥ　一回

三　自局の呼出符号　三回以下

四　Ｋ　一回

２　第二十三条の規定は、前項の呼出しに対する応答に準用する。

３　医事通報を送信しようとするときは、「ＭＤＣ」を前置して行うものとする。

（船名による呼出し）

第六十八条　海岸局は、呼出符号が不明な船舶局を呼び出す必要があるときは、呼出符号の代りにその船名を送信することができる。

（呼出符号又は「ＣＱ」等の連続送信の禁止）

第六十九条　海上移動業務においては、連絡を維持するための呼出符号又は「ＣＱ」等を送信してはならない。ただし、海岸局において短

波帯の周波数の電波を使用する場合であつて、総務大臣が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。

10



（通報の同時送信の禁止）

第六十九条の二　一の無線局にあてる一の通報は、同時に二以上の周波数の電波により送信してはならない。ただし、第六十六条の二第二

項の規定に従つて通報を送信する場合は、この限りでない。

（通過番号）

第七十条　船舶局は、海岸局に通報を送信するときは、特に必要がないと認める場合を除く外、海岸局別に、毎日更新する通過番号を附す

るものとする。

第三節　遭難通信、緊急通信及び安全通信

第一款　通則

（使用電波）

第七十条の二　海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信は、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる

電波を使用して行うものとする。ただし、遭難通信を行う場合であつて、これらの周波数を使用することができないか又は使用すること

が不適当であるときは、この限りでない。

一　デジタル選択呼出装置を使用する場合　Ｆ一Ｂ電波二、一八七・五ｋＨｚ、四、二〇七・五ｋＨｚ、六、三一二ｋＨｚ、八、四一

四・五ｋＨｚ、一二、五七七ｋＨｚ若しくは一六、八〇四・五ｋＨｚ又はＦ二Ｂ電波一五六・五二五ＭＨｚ

二　デジタル選択呼出通信に引き続いて狭帯域直接印刷電信装置を使用する場合　Ｆ一Ｂ電波二、一七四・五ｋＨｚ、四、一七七・五ｋ

Ｈｚ、六、二六八ｋＨｚ、八、三七六・五ｋＨｚ、一二、五二〇ｋＨｚ又は一六、六九五ｋＨｚ

三　デジタル選択呼出通信に引き続いて無線電話を使用する場合　Ｊ三Ｅ電波二、一八二ｋＨｚ、四、一二五ｋＨｚ、六、二一五ｋＨ

ｚ、八、二九一ｋＨｚ、一二、二九〇ｋＨｚ若しくは一六、四二〇ｋＨｚ又はＦ三Ｅ電波一五六・八ＭＨｚ

四　船舶航空機間双方向無線電話を使用する場合（遭難通信及び緊急通信を行う場合に限る。）　Ａ三Ｅ電波一二一・五ＭＨｚ

五　無線電話を使用する場合（第三号及び第四号に掲げる場合を除く。）　Ａ三Ｅ電波二七、五二四ｋＨｚ若しくはＦ三Ｅ電波一五六・八

ＭＨｚ又は通常使用する呼出電波

２　海上移動業務において、無線電話を使用して医事通報に係る緊急呼出しを行つた場合における当該医事通報の送信又は既に送信した緊

急通報の再送信は、前項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。

３　海上移動業務において、モールス無線電信又は無線電話を使用して安全通報を送信する場合（デジタル選択呼出通信に引き続いて送信

する場合を除く。）は、第一項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。ただし、Ａ三Ｅ電波二七、五二四ｋＨｚによ

り安全呼出しを行つた場合においては、当該電波によることができる。

（責任者の命令等）

第七十一条　船舶局における遭難警報若しくは遭難警報の中継の送信、遭難呼出し（第七十八条第九項の呼出し（第八十二条第四項におい

て準用する場合を含む。）を含む。第七十三条第一項第一号、第七十七条第一項、第八十一条及び第八十一条の七第一項において同じ。）、

遭難通報の送信、第七十八条の二第一項及び第二項に規定する通報の送信、緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、その船舶の責任者

の命令がなければ行うことができない。船舶地球局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信及び遭難自動通報局における遭難警報の

送信又は第七十八条の二第二項に規定する通報の送信についても同様とする。

２　海岸局における緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、国又は地方公共団体等責任ある機関の要求があつた場合又はそれらの承認を

得た場合でなければ行なうことができない。ただし、船舶局から受信した緊急通報に関して緊急通報の告知の送信若しくは緊急呼出しを

行なう場合は、この限りでない。

（遭難通信に対する協力）

第七十二条　遭難通信を受信したすべての無線局は、この節に規定するもののほか、応答、傍受その他遭難通信のため 善の措置をしなけ

ればならない。

（警急信号）

第七十三条　警急信号は、次の各号に掲げる通信を行う場合に限り、使用するものとする。

一　遭難呼出し又は遭難通報

二　乗客又は乗組員が船外へ転落した場合において、他の船舶に救助を求めるための緊急呼出し（緊急信号の送信のみでは目的が達せら

れないと認められるときに限る。）

２　警急信号の構成は、別表第七号に定めるとおりとする。

３　警急信号を受信した無線局は、それに続く通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。

（注意信号）

第七十三条の二　Ａ三Ｅ電波二七、五二四ｋＨｚにより次の各号に掲げる通信を行う場合には、呼出しの前に注意信号を送信することがで

きる。

一　遭難通信、緊急通信又は安全通信

二　第五十八条第三項第四号に規定する通信

２　前項の注意信号は、二、一〇〇ヘルツの可聴周波数による五秒間の一音とする。

（電波の継続発射）

第七十四条　船舶に開設する無線局は、その船舶が遭難した場合において、その船体を放棄しようとするときは、事情の許す限り、その送

信設備を継続して電波を発射する状態に置かなければならない。

第二款　遭難通信

（遭難警報の送信）

第七十五条　船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第一号１に定める構成のもの

を送信して行うものとする。この場合において、この送信は、五回連続して行うものとする。

２　船舶が遭難した場合に船舶地球局が行う遭難警報は、施行規則別図第二号に定める構成のものを送信して行うものとする。

３　船舶が遭難した場合に、衛星非常用位置指示無線標識を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第五号に定める構成のものを送信して

行うものとする。

４　無線局は、誤つて遭難警報を送信した場合は、直ちにその旨を海上保安庁へ通報しなければならない。

５　船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して誤つた遭難警報を送信した場合は、当該遭難警報の周波数に関連する第七十条の二第一項

第三号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次に掲げる事項を順次送信して当該遭難警報を取り消す旨の通報を行わな

ければならない。

一　各局　三回

二　こちらは　一回
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三　遭難警報を送信した船舶の船名　三回

四　自局の呼出符号又は呼出名称　一回

五　海上移動業務識別　一回

六　遭難警報取消し　一回

七　遭難警報を発射した時刻（協定世界時であること。）　一回

６　船舶局は、前項に掲げる遭難警報の取消しを行つたときは、当該取消しの通報を行つた周波数によつて聴守しなければならない。

（遭難呼出し及び遭難通報の送信順序）

第七十五条の二　無線電話により遭難通報を送信しようとする場合には、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行

うものとする。ただし、特にその必要がないと認める場合又はそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。

一　警急信号

二　遭難呼出し

三　遭難通報

（遭難呼出し）

第七十六条　遭難呼出しは、無線電話により、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。

一　メーデー（又は「遭難」）　三回

二　こちらは　一回

三　遭難している船舶の船舶局（以下「遭難船舶局」という。）の呼出符号又は呼出名称　三回

２　遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。

（遭難通報）

第七十七条　遭難呼出しを行なつた無線局は、できる限りすみやかにその遭難呼出しに続いて、遭難通報を送信しなければならない。

２　遭難通報は、無線電話により次の事項を順次送信して行うものとする。

一　「メーデー」又は「遭難」

二　遭難した船舶又は航空機の名称又は識別

三　遭難した船舶又は航空機の位置、遭難の種類及び状況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項

３　前項第三号の位置は、原則として経度及び緯度をもつて表わすものとする。但し、著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距

離によつて表わすことができる。

（他の無線局の遭難警報の中継の送信等）

第七十八条　船舶又は航空機が遭難していることを知つた船舶局、船舶地球局、海岸局又は海岸地球局は、次の各号に掲げる場合には、遭

難警報の中継又は遭難通報を送信しなければならない。

一　遭難船舶局、遭難している船舶の船舶地球局（以下「遭難船舶地球局」という。）、遭難している航空機の航空機局（以下「遭難航空

機局」という。）又は遭難している航空機の航空機地球局（以下「遭難航空機地球局」という。）が自ら遭難警報又は遭難通報を送信す

ることができないとき。

二　船舶、海岸局又は海岸地球局の責任者が救助につき更に遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたとき。

２　第八十三条第二項から第四項までの規定により宰領を行う無線局は、遭難した船舶の救助につき遭難警報の中継又は遭難通報を送信す

る必要があると認めたときは、その送信をしなければならない。

３　第百七十二条の三第一項第一号の規定により、航空局から遭難した航空機に係る遭難通報の送信の要求を受けた海岸局は、当該遭難通

報を送信しなければならない。

４　航空機用救命無線機等の通報（航空機又は船舶の無線局が施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行う遭難通信をい

う。第八十一条の七及び第八十二条の二において同じ。）を受信した船舶局又は海岸局は、その船舶又は海岸局の責任者が救助につき必

要があると認めたときは、遭難通報を送信しなければならない。

５　第一項又は第二項に規定する場合において、船舶局が遭難警報の中継を送信するときは、デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則

別図第一号２に定める構成により行うものとする。

６　第一項に規定する場合において、船舶地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則別図第二号に定める構成により行うものと

し、これに引き続いて自局が遭難するものでないことを明らかにするものとする。

７　第一項又は第二項に規定する場合において、海岸局が遭難警報の中継を送信するときは、次に掲げる方法によるものとする。

一　デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第一号２に定める構成により行うもの

二　施行規則第三十六条の二第一項第四号に定めるもの

８　第一項又は第二項に規定する場合において、海岸地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則第三十六条の二第一項第三号に

定める方法により行うものとする。

９　第一項から第四項までに規定する場合において、無線電話により遭難通報を送信しようとする場合における呼出しは、次の各号の区別

に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、一五六・八ＭＨｚの周波数の電波以外の電波を使用する場合又

はその必要がないと認める場合若しくはそのいとまのない場合には、第一号の事項を省略することができる。

一　警急信号　一回

二　メーデーリレー（又は「遭難中継」）　三回

三　こちらは　一回

四　自局の呼出符号又は呼出名称　三回

（遭難自動通報設備の通報の送信等）

第七十八条の二　Ａ三Ｘ電波一二一・五ＭＨｚ及び二四三ＭＨｚにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第三十六条の二第一

項第五号に定める方法により行うものとする。

２　Ｇ一Ｂ電波若しくはＧ一Ｄ電波四〇六・〇二五ＭＨｚ、四〇六・〇二八ＭＨｚ、四〇六・〇三一ＭＨｚ、四〇六・〇三七ＭＨｚ、四〇

六・〇四ＭＨｚ又はＧ一Ｄ電波四〇六・〇五ＭＨｚ、Ａ三Ｘ電波一二一・五ＭＨｚ並びにＦ一Ｄ電波一六一・九七五ＭＨｚ及び一六二・

〇二五ＭＨｚを同時に発射する遭難自動通報設備であつて、Ａ三Ｘ電波一二一・五ＭＨｚにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施

行規則第三十六条の二第一項第六号（２）に定める方法により行うものとする。

３　捜索救助用レーダートランスポンダの通報は、施行規則第三十六条の二第一項第七号に定める方法により行うものとする。

４　捜索救助用位置指示送信装置の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第八号に定める方法により行うものとする。

５　遭難自動通報局は、通報を送信する必要がなくなつたときは、その送信を停止するため、必要な措置をとらなければならない。

６　前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局において遭難自動通報設備を運用する場合に準用する。
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第七十九条　削除

第八十条　削除

（遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復）

第八十一条　遭難呼出し及び遭難通報の送信は、第八十二条の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。

（遭難通信を受信した海岸局等のとるべき措置）

第八十一条の二　法第六十六条第一項の規定による措置は、次条から第八十一条の七までに定めるとおりとする。

（遭難警報等を受信した海岸局のとるべき措置）

第八十一条の三　海岸局は、船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して送信した遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞な

く、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。

２　海岸局は、前項に規定する場合においては、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第三号

に規定する周波数で聴守を行わなければならない。

３　狭帯域直接印刷電信装置を施設する海岸局は、第一項に規定する場合において、当該遭難警報又は遭難警報の中継が狭帯域直接印刷電

信装置の使用を指示しているときは、前項の規定にかかわらず、これを受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第二号に規定する

周波数で聴守を行わなければならない。この場合において、当該海岸局の無線設備において前項の規定による聴守を同時に行うことが可

能なときは、これを行わなければならない。

（遭難警報等を受信した海岸地球局のとるべき措置）

第八十一条の四　海岸地球局は、船舶地球局から送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、か

つ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。

２　海岸地球局は、第七十五条第三項の規定により送信された遭難警報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関

に通報しなければならない。

（遭難警報等を受信した船舶局のとるべき措置）

第八十一条の五　船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報若しくは遭難警報の中継又は施行規則第三十六条の二第

一項第四号に定める方法により送信された遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならな

い。

２　船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯以外の周波数の電波により送信された遭難警報を受信した場合において、当該遭難

警報に使用された周波数の電波によつては海岸局と通信を行うことができない海域にあり、かつ、当該遭難警報が付近にある船舶からの

ものであることが明らかであるときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難警報を適当な海岸局に通報しなければならない。

３　船舶局は、前項の遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によつて海岸局と通信を行うことができ

ない海域にあるとき以外のとき、又は当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるとき以外のときは、当該遭難

警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。

４　船舶局は、前項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、当該遭難警報に対して他のいずれの無線局の応答（第七

十八条第七項の規定による海岸局からの遭難警報の中継の送信及び第八十一条の三第一項の規定による遭難警報の中継に対する海岸局の

応答を含む。以下この項において同じ。）も認められないときは、これを適当な海岸局に通報し、かつ、当該遭難警報に対する他の無線

局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。

５　船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯の周波数の電波により送信された遭難警報を受信したときは、これに応答してはな

らない。この場合において、当該船舶局は、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。

６　船舶局は、前項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、当該遭難警報に対していずれの海岸局の応答（第七十八

条第七項の規定による遭難警報の中継の送信及び第八十一条の三第一項の規定による遭難警報の中継に対する応答を含む。以下この項に

おいて同じ。）も認められないときは、適当な海岸局に対して遭難警報の中継の送信を行い、かつ、当該遭難警報に対する海岸局の応答

があるまで引き続き聴守を行わなければならない。

７　船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、当該遭難警報又は遭難警報の

中継を受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第三号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。

８　狭帯域直接印刷電信装置を施設する船舶局は、前項に規定する場合において、当該遭難警報又は遭難警報の中継が狭帯域直接印刷電信

装置の使用を指示しているときは、前項の規定にかかわらず、これを受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周

波数で聴守を行わなければならない。この場合において、当該船舶局の無線設備において前項の規定による聴守を同時に行うことが可能

なときは、これを行わなければならない。

（遭難警報の中継を受信した船舶地球局のとるべき措置）

第八十一条の六　船舶地球局は、遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。

（遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局のとるべき措置）

第八十一条の七　海岸局及び船舶局は、遭難呼出しを受信したときは、これを受信した周波数で聴守を行わなければならない。

２　海岸局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通

報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助

機関に通報しなければならない。

３　船舶局は、遭難通報、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通

報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しな

ければならない。

４　海岸局は、第一項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、遭難通報を受信し、かつ、遭難している船舶又は航空

機が自局の付近にあることが明らかであるときは、直ちにその遭難通報に対して応答しなければならない。

５　前項の規定は、船舶局について準用する。ただし、当該遭難通報が海岸局が行う第七十八条第九項の呼出しに引き続いて受信したもの

であるときは、受信した船舶局の船舶の責任者がその船舶が救助を行うことができる位置にあることを確かめ、当該船舶局に指示した場

合でなければ、これに応答してはならない。

６　船舶局は、遭難通報を受信した場合において、その船舶が救助を行うことができず、かつ、その遭難通報に対し他のいずれの無線局も

応答しないときは、遭難通報を送信しなければならない。

（遭難警報等に対する応答等）

第八十一条の八　海岸局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の

中継を受信した周波数の電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第一号３（遭難警報の中継に対する応答にあつて

は、同規則別図第一号２）に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、受信した遭難警報又は遭難警報の中継が
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中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用するものであるときは、受信から一分以上二分四十五秒以下の間隔を置いて送信するものとす

る。

２　船舶局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信し

た周波数と関連する第七十条の二第一項第三号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次の各号に掲げるものを順次送信

して行うものとする。

一　メーデー（又は「遭難」）　一回

二　遭難警報又は遭難警報の中継を送信した無線局の識別信号　三回

三　こちらは　一回

四　自局の識別信号　三回

五　受信しました　一回

六　メーデー（又は「遭難」）　一回

３　前項の応答が受信されなかつた場合には、当該船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した

旨を送信するものとする。

４　第八十一条の五第六項の規定により船舶局が遭難警報の中継を送信する場合には、Ｆ一Ｂ電波四、二〇七・五ｋＨｚ、六、三一二ｋＨ

ｚ、八、四一四・五ｋＨｚ、一二、五七七ｋＨｚ又は一六、八〇四・五ｋＨｚのうち時刻、季節、地理的位置等に応じて適切な電波を使

用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第一号２に定める構成のものを送信して行うものとする。

（遭難通報に対する応答等）

第八十二条　海岸局又は船舶局は、遭難通報を受信した場合において、これに応答するときは、次の事項を順次送信して行うものとする。

一　 　一回

二　遭難通報を送信した無線局の呼出符号　三回

三　ＤＥ　一回

四　自局の呼出符号　三回

五　ＲＲＲ　一回

六　 　一回

２　前項の規定により応答した船舶局は、その船舶の責任者の指示を受け、できる限り速やかに、次の事項を順次送信しなければならな

い。

一　自局の名称

二　自局の位置（位置の表示については、第七十七条第三項の規定による。）

三　遭難している船舶又は航空機に向かつて進航する速度及びこれに到着するまでに要する概略の時間

四　その他救助に必要な事項

３　前二項の事項を送信しようとするときは、遭難している船舶又は航空機の救助について自局よりも一層便利な位置にある他の無線局の

送信を妨げないことを確かめなければならない。

４　第七十八条第九項の規定は、第八十一条の七第六項の規定により船舶局が遭難通報を送信しようとする場合に準用する。

第八十二条の二　航空機用救命無線機等の通報を受信した船舶局は、直ちに海上保安庁の無線局にその事実を通報するものとする。ただ

し、その必要がないと認められる場合は、これを要しない。

（遭難信号の前置）

第八十二条の三　遭難している船舶又は航空機の捜索及び救助に関する通信においては、施行規則第三十六条の二第一項に定める方法によ

り行うもの並びに第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条第九項（第八十二条第四項において準用する場合を含む。）及び第

八十二条第一項に規定するものを除き、次に掲げる遭難信号を前置しなければならない。

一　狭帯域直接印刷電信装置及びインマルサツト人工衛星局又は一、六二一・三五ＭＨｚから一、六二六・五ＭＨｚまでの周波数の電波

を使用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継による直接印刷電信装置により送信する「ＭＡＹＤＡＹ」

二　無線電話により送信する「メーデー」又は「遭難」

（遭難通信の宰領）

第八十三条　遭難通信の宰領は、遭難船舶局、第七十八条若しくは第八十一条の七第六項の規定により遭難通報を送信した無線局又はこれ

らの無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。

２　遭難自動通報局の行なう遭難通信の宰領は、前項の規定にかかわらず、次の無線局が行なうものとする。

一　遭難自動通報局の通報を受信した海上保安庁の無線局。但し、海上保安庁の無線局が当該通報を受信しないと認められる場合におい

ては、当該通報を 初に受信したその他の無線局とする。

二　前号の無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局

３　前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備による遭難通信を宰領する場合（第一項に規定する無線局が宰領する

場合を除く。）に準用する。

４　遭難警報に係る遭難通信の宰領は、前三項の規定にかかわらず、海上保安庁の無線局又はこれから遭難通信の宰領を依頼された無線局

が行うものとする。

第八十四条　削除

（通信停止の要求）

第八十五条　遭難船舶局及び遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信を妨害し又は妨害するおそれのあるすべての通信の停止を要求するこ

とができる。この要求は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる方法により行うものとする。

一　狭帯域直接印刷電信装置による場合
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第五十八条の八第一号及び第二号に掲げる事項（通信可能な範囲内にあるすべての無線局にあてる場合は、「相手局の識別信号」と

あるのは、「ＣＱ」とする。）の次に「ＳＩＬＥＮＣＥ　ＭＡＹＤＡＹ」を送信して行う方法

二　無線電話による場合

呼出事項又は第五十九条第一項第一号から第三号までに掲げる事項（以下「各局あて呼出事項」という。）の次に「シーロンス　メ

ーデー」（又は「通信停止遭難」）を送信して行う方法

２　遭難している船舶又は航空機の付近にある海岸局又は船舶局は、必要と認めるときは、他の無線局に対し通信の停止を要求することが

できる。この要求は、無線電話により、呼出事項又は各局あて呼出事項の次に「シーロンス　ディストレス」又は「通信停止遭難」の語

及び自局の呼出符号又は呼出名称を送信して行うものとする。

３　「ＳＩＬＥＮＣＥ　ＭＡＹＤＡＹ」及び「シーロンス　メーデー」（又は「通信停止遭難」）の送信は、第一項の場合に限る。

第八十六条から第八十八条まで　削除

（一般通信の再開）

第八十九条　遭難通信が良好に行われるようになつた場合において完全な沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領する無

線局は、遭難通信が行われている電波（第七十条の二第一項第五号に掲げるものに限る。）により、次の各号に掲げる事項を順次送信し

て関係の無線局にその旨を通知しなければならない。

一　メーデー（又は「遭難」）　一回

二　各局　三回

三　こちらは　一回

四　自局の呼出符号又は呼出名称　一回

五　完全な沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻　一回

六　遭難した船舶又は航空機の名称又は識別　一回

七　遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号　一回

八　プルドンス（又は「沈黙一部解除」）　一回

九　さようなら　一回

２　遭難通信が終了したときは、遭難通信を宰領した無線局は、遭難通信の行われた電波により、次の各号の区別に応じ、それぞれに掲げ

る事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。

一　狭帯域直接印刷電信装置による場合

（１）　ＭＡＹＤＡＹ　一回

（２）　ＣＱ　一回

（３）　ＤＥ　一回

（４）　自局の識別信号　一回

（５）　遭難通信の終了時刻　一回

（６）　遭難した船舶又は航空機の名称又は識別　一回

（７）　遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号　一回

（８）　ＳＩＬＥＮＣＥ　ＦＩＮＩ　一回

二　無線電話による場合

（１）　メーデー（又は「遭難」）　一回

（２）　各局　三回

（３）　こちらは　一回

（４）　自局の呼出符号又は呼出名称　一回

（５）　遭難通信の終了時刻　一回

（６）　遭難した船舶又は航空機の名称又は識別　一回

（７）　遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号　一回

（８）　シーロンス　フィニィ（又は「遭難通信終了」）　一回

（９）　さようなら　一回

３　遭難通信の宰領を他の無線局に依頼した遭難船舶局は、沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局に速やか

にその旨を通知しなければならない。

（遭難通信実施中の一般通信の実施）

第九十条　海岸局又は船舶局であつて、現に行われている遭難通信に係る呼出し、応答、傍受その他一切の措置を行う外、一般通信を同時

に行うことができるものは、その遭難通信が良好に行われており、且つ、これに妨害を与える虞がない場合に限り、その遭難通信に使用

されている電波以外の電波を使用して一般通信を行うことができる。

（遭難通信実施中の緊急通信又は安全通信の予告）

第九十条の二　海岸局は、遭難通信に妨害を与え、又は遅延を生じさせるおそれがない場合であつて、かつ、遭難通信が休止中である場合

に限り、遭難通信に使用されている電波を使用して、緊急通報又は安全通報の予告を行なうことができる。

２　前項の予告は、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。

一　ＸＸＸ又はＴＴＴ　一回

二　ＤＥ　一回

三　自局の呼出符号　一回

四　ＱＳＷ　一回

五　緊急通報又は安全通報を送信しようとする周波数（又は型式及び周波数）　一回

第三款　緊急通信

（デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知等）

第九十条の三　デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が緊急通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して緊急通

報の告知を行うものとする。

２　緊急通報の告知は、施行規則第三十六条の二第二項第一号に定める方法により行うものとする。

３　第一項の規定により緊急通報の告知を行つた無線局は、これに引き続いて、次に掲げる緊急信号を前置して緊急通報を送信するものと

する。

一　狭帯域直接印刷電信装置による場合にあつては、「ＰＡＮ　ＰＡＮ」
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二　無線電話による場合にあつては、「パンパン」又は「緊急」の三回の反復

４　狭帯域直接印刷電信装置により緊急通報を送信するときは、前項第一号の緊急信号の次に自局の識別表示を前置しなければならない。

（緊急呼出し等）

第九十一条　緊急呼出しは、無線電話により、呼出事項又は第六十七条第一項各号に掲げる事項の前に「パン　パン」又は「緊急」を三回

送信して行うものとする。

２　緊急通報には、原則として普通語を使用しなければならない。

（各局あて緊急呼出し）

第九十二条　緊急通報を送信するため通信可能の範囲内にある未知の無線局を無線電話により呼び出そうとするときは、それぞれに掲げる

事項を順次送信して行うものとする。

一　パン　パン（又は「緊急」）　三回

二　各局　三回以下

三　こちらは　一回

四　自局の呼出符号又は呼出名称　三回以下

五　どうぞ　一回

２　通信可能の範囲内にある各無線局に対し、無線電話により同時に緊急通報（デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知に引き続いて

送信するものを除く。）を送信しようとするときは、第五十九条第一項の事項の前に、「パン　パン」又は「緊急」を三回送信して行うも

のとする。

（緊急通信を受信した場合の措置）

第九十三条　法第六十七条第二項の総務省令で定める場合は、モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した場合とする。

２　モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した海岸局、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が

終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。

３　前項の緊急通信が自局に対して行われるものでないときは、海岸局、船舶局又は船舶地球局は、前項の規定にかかわらず緊急通信に使

用している周波数以外の周波数の電波により通信を行うことができる。

４　海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局は、自局に関係のある緊急通報を受信したときは、直ちにその海岸局、海岸地球局

又は船舶の責任者に通報する等必要な措置をしなければならない。

（緊急通信の取消）

第九十四条　第九十二条第二項の緊急通報であつて、受信した無線局がその通報によつて措置を必要とするものを送信した無線局は、その

措置の必要がなくなつたときは、直ちにその旨を関係の無線局に通知しなければならない。

２　第五十九条の規定は、前項の場合に準用する。

第四款　安全通信

（デジタル選択呼出装置による安全通報の告知等）

第九十四条の二　デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が安全通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して安全

通報の告知を行うものとする。

２　安全通報の告知は、施行規則第三十六条の二第三項第一号に定める方法により行うものとする。

３　第一項の規定により安全通報の告知を行つた無線局は、これに引き続いて、次に掲げる安全信号を前置して安全通報を送信するものと

する。

一　狭帯域直接印刷電信装置による場合にあつては、「ＳＥＣＵＲＩＴＥ」

二　無線電話による場合にあつては、「セキュリテ」又は「警報」の三回の反復

４　狭帯域直接印刷電信装置により安全通報を送信するときは、前項第一号の安全信号の次に自局の識別表示を前置しなければならない。

第九十五条　削除

（安全呼出し等）

第九十六条　安全呼出しは、無線電話により、呼出事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。

２　通信可能の範囲内にあるすべての無線局に対し、無線電話により同時に安全通報（デジタル選択呼出装置による安全通報の告知に引き

続いて送信するものを除く。）を送信しようとするときは、第五十九条第一項の事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して

行うものとする。

３　前項の安全通報は、その通報を入手した直後から送信するものとする。ただし、安全通報であつて一定の時刻に送信することとなつて

いるものについては、この限りでない。

４　第二項の通報には、通報の出所及び日時を附さなければならない。

５　安全通報及びその種類の例は、別表第十号に掲げる。

（安全通報の再送信等）

第九十七条　海岸局は、船舶局が送信する安全通報を受信した場合であつて、必要があると認めるときは、通信可能の範囲内にあるすべて

の船舶局に対してその安全通報を送信しなければならない。

２　前条第三項の規定により、同項の安全通報（同項ただし書のものを除く。）を送信した海岸局は、別に告示する時刻及び電波により同

条第二項の規定による安全呼出しを行ない、当該安全通報を更に送信しなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、こ

の限りでない。

第九十八条　安全通報を送信した船舶局は、前条第一項の規定により海岸局がその安全通報を更に送信したことを認めたときは、その後の

送信は省略しなければならない。

第九十九条　海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局において安全信号又は施行規則第三十六条の二第三項に規定する方法によ

り行われた通信を受信したときは、遭難通信及び緊急通信を行う場合を除くほか、これに混信を与える一切の通信を中止して直ちにその

安全通信を受信し、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通知しなければならない。

第四節　漁業通信

第百条　削除

第百一条　削除

（漁業局の通信時間）

第百二条　漁業局が漁業通信又は漁業通信以外の通信（遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を除く。）

を行う時間の時間割は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。
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２　漁業局は、第四十二条第一項第二号の規定にかかわらず、その通信が終了しない場合であつても前項の時間割による自局の通信時間を

こえて通信してはならない。

（当番局）

第百三条　同一の漁業用の海岸局（漁業の指導監督用のものを除く。）を通信の相手方とする出漁船の船舶局相互間の漁業通信は、それら

の船舶局のうちからあらかじめ選定された船舶局（「当番局」という。）がある場合は、その指示に従つて行われなければならない。

２　第六十三条第二項の規定は、当番局が通報の送信を必要とする漁船の船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。

（当番局の一括呼出しに対する応答及び順序通信）

第百三条の二　第六十四条から第六十六条までの規定は、当番局が前条第二項の規定による一括呼出しに関する通信を行なう場合に準用す

る。

第百四条　削除

（漁船に対する周知事項の通信）

第百五条　漁業用の海岸局（漁業の指導監督用のものを除く。）は、海況又は漁況等に関し周知を要する通報を自局の通信の相手方である

漁船の船舶局に対して同時に送信しようとするときは、第百二条第一項の時間割に従い第五十九条第一項の送信方法によつて行うものと

する。

第百六条　前二条の規定による通報に使用する略符号は、告示する。

第五節　海上無線航行業務

（周波数等の使用区別）

第百七条　海上無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。

（無線航行陸上局の運用）

第百八条　海上無線航行業務を行なう無線航行陸上局の運用に関する次の事項は、告示する。

一　名称、位置及び呼出符号（標識符号を含む。）

二　使用電波の型式及び周波数

三　通常方位測定区域（方位及び距離をもつて表わす昼間における有効利用区域をいう。以下同じ。）

四　運用する時間その他必要と認める事項

第百九条から第百二十四条まで　削除

第四章　固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局の運用

第一節　通信方法

（この章の規定の適用範囲）

第百二十五条　この章の規定は、固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局に適用する。

（自動機通信における呼出し）

第百二十五条の二　自動機による通信における呼出事項の送信は、相手局が容易に聴取することができる速度によつて行うものとする。

２　前項の送信は、応答を受けるまで繰り返すことができる。

（自動機通信における連絡維持の方法）

第百二十六条　自動機による通信において連絡を維持するため必要があるときは、左の事項を繰り返し送信することができる。

一　Ｖ又はＥ　適宜の回数

二　ＤＥ　一回

三　自局の呼出符号　三回以下

２　前項の場合においては、自局の呼出符号に引き続き必要と認める略符号を送信することができる。

（呼出し又は応答の簡易化）

第百二十六条の二　空中線電力五十ワツト以下の無線設備を使用して呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡の設定ができると認

められるときは、第二十条第一項第二号及び第三号又は第二十三条第二項第一号に掲げる事項の送信を省略することができる。

２　前項の規定により第二十条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の送信を省略した無線局は、その通信中少なくとも一回以上自局の呼

出符号を送信しなければならない。

（呼出符号の使用の特例）

第百二十六条の三　空中線電力五十ワツト以下の無線電話を使用する無線局で別に告示するものについては、連絡の設定が容易であり、か

つ、混同のおそれがないと認められる場合には、別に定めるところにより簡略した符号又は名称を総務大臣に届け出たうえ、当該符号又

は名称をその呼出符号又は呼出名称に代えて使用することができる。

（一括呼出しの応答順位）

第百二十七条　免許状に記載された通信の相手方である無線局を一括して呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信するものとする。

一　ＣＱ　三回

二　ＤＥ　一回

三　自局の呼出符号　三回以下

四　Ｋ　一回

２　前項の一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、関係の免許人においてあらかじめ定めておかなければならない。

３　第一項の呼出しを受けた無線局は、前項の順序に従つて応答しなければならない。

第百二十七条の二　特に急を要する内容の通報を送信する場合であつて、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を

待たないで通報を送信することができる。

（特定局あて一括呼出し）

第百二十七条の三　二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。

一　相手局の呼出符号（又は識別符号）　それぞれ二回以下

二　ＤＥ　一回

三　自局の呼出符号　三回以下

四　Ｋ　一回

２　前項第一号に掲げる相手局の呼出符号は、「ＣＱ」に地域名を付したものをもつて代えることができる。

（各局あて同報）

第百二十七条の四　第五十九条第一項の規定は、免許状に記載された通信の相手方に対して同時に通報を送信する場合に準用する。
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（特定局あて同報）

第百二十八条　二以上の特定の通信の相手方に対して同時に通報を送信しようとするときは、第百二十七条の三第一項第一号から第三号ま

でに掲げる事項に引き続き、通報を送信して行なうものとする。

２　二以上の周波数の電波を使用して同一事項を同時に送信するときは、それらの周波数ごとに指定された自局の呼出符号は、斜線をもつ

て区別しなければならない。

（簡易無線局の通信時間）

第百二十八条の二　簡易無線局においては、一回の通信時間は、五分をこえてはならないものとし、一回の通信を終了した後においては、

一分以上経過した後でなければ再び通信を行なつてはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定

する通信を行なう場合及び時間的又は場所的理由により他に通信を行なう無線局のないことが確実である場合は、この限りでない。

第二節　非常の場合の無線通信

（送信順位）

第百二十九条　法第七十四条第一項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、左の通りとする。同順位の内容のものであるとき

は、受付順又は受信順に従つて送信しなければならない。

一　人命の救助に関する通報

二　天災の予報に関する通報（主要河川の水位に関する通報を含む。）

三　秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報

四　遭難者救援に関する通報（日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。）

五　電信電話回線の復旧のため緊急を要する通報

六　鉄道線路の復旧、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報

七　非常災害地の救援に関し、左の機関相互間に発受する緊急な通報

中央防災会議（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十一条に規定する中央防災会議をいう。）並びに緊急災害対

策本部（同法第二十八条の二に規定する緊急災害対策本部をいう。）、非常災害対策本部（同法第二十四条に規定する非常災害対策

本部をいう。）及び特定災害対策本部（同法第二十三条の三に規定する特定災害対策本部をいう。）

地方防災会議等（同法第二十一条に規定する地方防災会議等をいう。）

災害対策本部（同法第二十三条に規定する都道府県災害対策本部及び同法第二十三条の二に規定する市町村災害対策本部をいう。）

八　電力設備の修理復旧に関する通報

九　その他の通報

２　前項の順位によることが不適当であると認める場合は、同項の規定にかかわらず、適当と認める順位に従つて送信することができる。

（使用電波）

第百三十条　Ａ一Ａ電波四、六三〇ｋＨｚは、連絡を設定する場合に使用するものとし、連絡設定後の通信は、通常使用する電波によるも

のとする。ただし、通常使用する電波によつて通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。

（前置符号）

第百三十一条　法第七十四条第一項に規定する通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に

「 」三回を前置して行うものとする。

（「

」を受信した場合の措置）

第百三十二条　「 」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与える虞のある電波の

発射を停止して傍受しなければならない。

（一括呼出し等）

第百三十三条　法第七十四条第一項に規定する通信において、各局あて又は特定の無線局あての一括呼出し又は同時送信を行なう場合に

は、「ＣＱ」又は第百二十七条の三第一項第一号に掲げる事項の前に「 」三回を送信するものとする。

（聴守）

第百三十四条　非常の事態が発生したことを知つたその付近の無線電信局は、なるべく毎時の零分過ぎ及び三十分過ぎから各十分間Ａ一Ａ

電波四、六三〇ｋＨｚによつて聴守しなければならない。

（通報の送信方法）

第百三十五条　法第七十四条第一項に規定する通信において通報を送信しようとするときは、「ヒゼウ」（欧文であるときは、「ＥＸＺ」）を

前置して行うものとする。
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（訓練のための通信）

第百三十五条の二　第百二十九条から前条までの規定は、法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のための通信について準用する。この

場合において、第百三十一条から第百三十三条までにおいて「「 」」とあり、前条において「「ヒゼウ」（欧文であるとき

は、「ＥＸＺ」）」とあるのは、「「クンレン」」と読み替えるものとする。

（取扱の停止）

第百三十六条　非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。

（規定の準用）

第百三十七条　第百二十九条から前条までの規定は、第百二十五条に規定する無線局以外の無線局の運用について準用する。

第三節　携帯無線通信を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及びローカル５Ｇの基地局の監視制御等

（監視制御機能及び保守運用体制）

第百三十七条の二　設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信（同条第四号の五及び第四号の七に規定するものに限る。）を行う基地

局又は同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム（同条第十二号及び第十二号の二に規定するもののうち、無線局根本基準

第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステム（次項において「自営等広帯域移動無線アクセスシステム」とい

う。）以外のものに限る。）の基地局であつて、その空中線電力が一ワットを超えるものは、その無線設備の機能を維持するため、次の各

号に掲げる監視制御機能及び保守運用体制について、それぞれに定める対策の下、運用するよう努めるものとする。

一　監視制御機能

（１）　無線設備の動作状況を監視し、周波数及び空中線電力について設備規則の許容偏差から外れるような故障の原因となる設備的な

異常や環境の変化等を速やかに検知し、通報する機能を設けること。

（２）　無人施設の無線設備には、始動・停止等の遠隔操作機能を設けること。

（３）　無線設備には、故障等の箇所を識別する機能を設けること。

（４）　無線設備が正常に動作するよう温湿度等を適切な範囲内に維持する機能を設けるとともに、異常を検知したときには通報する機

能を設けること及びそれらの記録をとること。

二　保守運用体制

（１）　二十四時間三百六十五日にわたる保守運用体制を整備すること。なお、保守の委託を行う場合は、契約書等により保守作業の範

囲及び責任の範囲を明確にすること。

（２）　作業の分担、連絡体系、責任の範囲等の保守運用体制を明確にすること。

（３）　設備の動作状況を監視し、故障等を検知した場合は、必要に応じ、自動若しくは遠隔操作による予備設備への切替え、遠隔操作

による停止・始動又は現地での修理を行うこと及びそれらの記録をとること。

（４）　定期的に保守点検を実施すること。

２　前項の規定は、自営等広帯域移動無線アクセスシステム又は設備規則第三条第十五号に規定するローカル５Ｇの基地局であつて、その

空中線電力が一ワットを超えるものについて準用する。この場合において、同項第二号（１）中「二十四時間三百六十五日にわたる保守

運用体制」とあるのは、「基地局の運用時間中の保守運用体制」と読み替えるものとする。

第五章　地上基幹放送局及び地上一般放送局の運用

（呼出符号等の放送）

第百三十八条　地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送の開始及び終了に際しては、自局の呼出符号又は呼出名称（国際放送を行う地

上基幹放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送（放送法施行規則（昭和二十

五年電波監理委員会規則第十号）第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。）を行う地上一般放送局にあつては、呼

出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて）を放送しなければならない。ただし、これを放送することが困難であるか又

は不合理である地上基幹放送局若しくは地上一般放送局であつて、別に告示するものについては、この限りでない。

２　地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送している時間中は、毎時一回以上自局の呼出符号又は呼出名称（国際放送を行う地上基幹

放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局にあつては、

呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて）を放送しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する地上基幹放

送局若しくは地上一般放送局の場合又は放送の効果を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。

３　前項の場合において地上基幹放送局及び地上一般放送局は、国際放送を行う場合を除くほか、自局であることを容易に識別することが

できる方法をもつて自局の呼出符号又は呼出名称に代えることができる。

（緊急警報信号の使用）

第百三十八条の二　地上基幹放送局及び地上一般放送局は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立

つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送することができる。

区別 前置する緊急警

報信号

一　大規模地震対策特別措置法（昭和五十三年法律第七十三号）第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられたことを

放送する場合

第一種開始信号

二　災害対策基本法第五十七条（大規模地震対策特別措置法第二十条において準用する場合を含む。）の規定により求め

られた放送を行う場合

　

三　気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）第十三条第一項の規定による津波警報又は同法第十三条の二第一項の

規定による津波特別警報が発せられたことを放送する場合

第二種開始信号

２　地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送したときは、速やかに終了信号を送らなければな

らない。

３　緊急警報信号は、前二項に規定する場合のほかは使用してはならない。

（地域符号の使用区分）

第百三十八条の三　緊急警報信号に使用する地域符号（緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。）の使用区分は、

次の表のとおりとする。
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区分 使用する地域符号

一　前条第一項の表の一の項及び三の項に掲げる場合 地域共通符号、広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの

二　前条第一項の表の二の項に掲げる場合 広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの

注一　地域共通符号は、緊急警報信号の受信地域を地上基幹放送局の放送区域及び地上一般放送局の業務区域の全域とするための符号で、

全国共通のものとする。

注二　広域符号は、緊急警報信号の受信地域を別に告示する広域圏内とするための符号とする。

注三　県域符号は、緊急警報信号の受信地域を各都道府県の区域内とするための符号とする。

（試験電波の発射）

第百三十九条　地上基幹放送局及び地上一般放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局

の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後

でなければその電波を発射してはならない。

２　地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項の電波を発射したときは、その電波の発射の直後及びその発射中十分ごとを標準として、

試験電波である旨及び「こちらは（外国語を使用する場合は、これに相当する語）」を前置した自局の呼出符号又は呼出名称（テレビジ

ヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局は、呼出符号又は呼出名称を表わす文字による視覚の手段をあわせ

て）を放送しなければならない。

３　地上基幹放送局及び地上一般放送局が試験又は調整のために送信する音響又は映像は、当該試験又は調整のために必要な範囲内のもの

でなければならない。

４　地上基幹放送局及び地上一般放送局において試験電波を発射するときは、第十四条第一項の規定にかかわらずレコード又は低周波発振

器による音声出力によつてその電波を変調することができる。

（受信機の機能確認のための緊急警報信号の使用）

第百三十九条の二　地上基幹放送局及び地上一般放送局は、受信者が待受状態にある受信機の機能確認をすることができるようにするため

必要があると認めるときは、第百三十八条の二第三項の規定にかかわらず、試験信号として終了信号を送ることができる。

２　前項の規定により終了信号を送るときは、その前後に受信機の機能確認のためのものであることを放送しなければならない。

（混信の防止）

第百三十九条の三　エリア放送を行う地上一般放送局にあつては、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、

又は与えるおそれがあるときは、速やかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。

第六章　特別業務の局及び標準周波数局の運用

（特別業務の局及び標準周波数局の運用）

第百四十条　特別業務の局（携帯無線通信等を抑止する無線局（無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。次条において同じ。）

、道路交通情報通信を行う無線局（設備規則第四十九条の二十二に規定する無線局をいう。）及びＡ三Ｅ電波一、六二〇ｋＨｚ又は一、

六二九ｋＨｚの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。）及び標準周波数局の運用に関する次に掲げる事項

は、告示する。

一　電波の発射又は通報の送信を行う時刻

二　電波の発射又は通報の送信の方法

三　その他当該業務について必要と認める事項

第百四十条の二　特別業務の局のうち、携帯無線通信等を抑止する無線局の運用については、次の各号に掲げるとおりとする。

一　通信を抑止することにより緊急通報、災害発生時における連絡その他の緊急時の通信が行えないことを十分認識し、緊急時において

は直ちに運用を停止し、又は通信を抑止する範囲内にいる者に必要な情報の伝達その他の必要な措置を講じなければならない。

二　通信を抑止する時間は、必要 小限でなければならない。

三　通信を抑止する範囲及び時間において、当該範囲内にいる者に対して、通信ができない旨の表示その他の周知を十分に行わなければ

ならない。

四　通信の抑止を目的としない範囲に抑止の効果が及んでいないことを定期的に確認するとともに、通信の抑止を目的としない範囲に抑

止の効果が及んでいると判明した場合は、直ちに無線局の運用を停止しなければならない。

第七章　航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局の運用

第一節　通則

（この章の規定の適用範囲）

第百四十一条　この章の規定は、航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局に適用する。

（航空機局の運用）

第百四十二条　法第七十条の二第一項ただし書の規定により航行中及び航行の準備中以外の航空機の航空機局を運用することができる場合

は、次のとおりとする。

一　無線通信によらなければ他に連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を航空移動業務の無線局に送信するとき。

二　総務大臣又は総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とするとき。

（義務航空機局及び航空機地球局の運用義務時間）

第百四十三条　法第七十条の三第一項の規定による義務航空機局の運用義務時間は、その航空機の航行中常時とする。

２　法第七十条の三第一項の規定による航空機地球局の運用義務時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおり

とする。

一　航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの

その航空機が別に告示する区域を航行中常時

二　航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないもの

運用可能な時間

（航空局等の運用義務時間の特例）

第百四十四条　法第七十条の三第二項ただし書の規定による航空局及び航空地球局が常時運用することを要しない場合は、別に告示する。

（閉局の通知等）

第百四十五条　航空局は、閉局しようとするときは、通信可能の範囲内にあるすべての航空機局に対し、その旨を通知しなければならな

い。この場合において、次の開局予定時刻が定時以外であるときは、その予定時刻をあわせて通知しなければならない。

２　前項の航空局は、同項の通知の結果、運用時間の延長について航空機局から要求を受けたときは、その要求する時間運用しなければな

らない。
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（航空局等の聴守電波）

第百四十六条　法第七十条の四の規定による航空局の聴守電波の型式は、Ａ三Ｅ又はＪ三Ｅとし、その周波数は、別に告示する。

２　法第七十条の四の規定による航空地球局の聴守電波の型式は、Ｇ一Ｄ又はＧ七Ｗとし、その周波数は、別に告示する。

３　法第七十条の四の規定による義務航空機局の聴守電波の型式はＡ三Ｅ又はＪ三Ｅとし、その周波数は次の表の上欄に掲げる区別に従

い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

区別 周波数

航行中の航空機の義務航空機局 一　一二一・五ＭＨｚ

二　当該航空機が航行する区域の責任航空局（当該航空機の航空交通管制に関する通信

について責任を有する航空局をいう。以下同じ。）が指示する周波数

航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第九

十六条の二第二項（同法第九十六条第六項の規定

により準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

る航空機の義務航空機局

交通情報航空局（航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号）第二百二条の四

の規定による航空交通情報の提供に関する通信を行う航空局をいう。以下同じ。）が指示

する周波数

４　前項の責任航空局及びその責任に係る区域並びに交通情報航空局及びその情報の提供に関する通信を行う区域は、別に告示する。

５　法第七十条の四の規定による航空機地球局の聴守電波の型式は、Ｇ一Ｄ、Ｇ七Ｄ、Ｇ七Ｗ、Ｄ七Ｗ又はＱ七Ｗとし、その周波数は、別

に告示する。

（聴守を要しない場合）

第百四十七条　法第七十条の四ただし書の規定による航空局、義務航空機局、航空地球局及び航空機地球局が聴守を要しない場合は、次の

とおりとする。

一　航空局については、現に通信を行つている場合で聴守することができないとき。

二　義務航空機局については、責任航空局又は交通情報航空局がその指示した周波数の電波の聴守の中止を認めたとき又はやむを得ない

事情により前条第三項に規定する一二一・五ＭＨｚの電波の聴守をすることができないとき。

三　航空地球局については、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つていない場合

四　航空機地球局については、次に掲げる場合

（１）　航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つている場合は、現に通信を行つている場合で聴守することができないと

き。

（２）　航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つていない場合

（運用中止等の通知）

第百四十八条　義務航空機局は、その運用を中止しようとするときは、次条第一項の航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しな

ければならない。その予定時刻を変更しようとするときも、同様とする。

２　前項の航空機局は、その運用を再開したときは、同項の航空局にその旨を通知しなければならない。

（航空機局の通信連絡）

第百四十九条　法第七十条の五の規定により航空機局が連絡しなければならない航空局は、責任航空局又は交通情報航空局とする。ただ

し、航空交通管制に関する通信を取り扱う航空局で他に適当なものがあるときは、その航空局とする。

２　責任航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、他の航空機局を経由して行うことができる。

３　交通情報航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、これを要しない。

（通信の優先順位）

第百五十条　航空移動業務及び航空移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。

一　遭難通信

二　緊急通信

三　無線方向探知に関する通信

四　航空機の安全運航に関する通信

五　気象通報に関する通信（前号に掲げるものを除く。）

六　航空機の正常運航に関する通信

七　前各号に掲げる通信以外の通信

２　ノータム（航空施設、航空業務、航空方式又は航空機の航行上の障害に関する事項で、航空機の運行関係者に迅速に通知すべきものを

内容とする通報をいう。以下同じ。）に関する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。

３　第一項第四号及び第六号に掲げる通信の通報は、別表第十二号のとおりとする。

（規定の準用）

第百五十一条　海上移動業務の通信方法に関する規定は、航空機局が海上移動業務の無線局との間に海上移動業務に使用する電波により通

信を行なう場合に準用する。

（混信の防止）

第百五十一条の二　航空機地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用

を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第五十二条第一号、第二号及び第四号に掲げる通信を行う

場合は、この限りでない。

２　航空機地球局のうち、設備規則第四十五条の二十一に規定するものは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一　同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する一又は二以上の航空機地球

局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力（主輻射方向以外の

方向の等価等方輻射電力をいう。以下同じ。）の総和の値を超えて運用しないこと。

二　航空機地球局が設置された航空機が地上にあるとき及び本邦の陸地の任意の地点からの見通し域内の高度三、〇〇〇メートル未満を

航行中のときは、一四・四ＧＨｚを超え一四・五ＧＨｚ以下の周波数の電波の送信は行わないこと。

三　一四ＧＨｚを超え一四・五ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用している固定局の設置場所からの見通し域内では、当該固定局が設置さ

れている場所の地表面における 大電力束密度（搬送波のスペクトルのうち、 大の電力密度の一ＭＨｚの帯域幅における一平方メー

トル当たりの電力束密度とする。）の値は、次の表の上欄に掲げる当該固定局の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波

の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

電波の到来角（θ） 電力束密度
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四〇度以下 次に掲げる式による値以下

－１３２＋０．５ θ デシベル（注）

四〇度を超え九〇度以下 （－）一一二デシベル（注）

注　一ワットを〇デシベルとする。

四　一四・四七ＧＨｚを超え一四・五ＧＨｚ以下の周波数の電波を受信している電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所からの見

通し域内では、一四・四七ＧＨｚを超え一四・五ＧＨｚ以下の周波数の電波の送信は行わないこと。

五　一四ＧＨｚを超え一四・四七ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用して通信を行う場合は、電波天文業務の用に供する受信設備の設置場

所の地表面における 大電力束密度（当該航空機地球局からの電波であって、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一

四・四七ＧＨｚを超え一四・五ＧＨｚ以下の周波数の電波のスペクトルのうち、 大の電力密度の一五〇ｋＨｚの帯域幅における一平

方メートル当たりの電力束密度とする。）の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面

における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

電波の到来角（θ） 電力束密度

一〇度以下 次に掲げる式による値以下

－１９０＋０．５ θ デシベル（注）

一〇度を超え九〇度以下 （－）一八五デシベル（注）

注　一ワットを〇デシベルとする。

六　一四・一三六ＧＨｚを超え一四・二六四ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用する宇宙研究業務（施行規則第三十二条第一号に規定する

宇宙研究業務をいう。以下同じ。）の用に供する無線局又は受信設備の設置場所からの見通し域内では、一四・一三六ＧＨｚを超え一

四・二六四ＧＨｚ以下の周波数の電波の送信は行わないこと。

第二節　通信方法

（周波数等の使用区別）

第百五十二条　航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、特に指示する場合を除くほか、別に告示するところによるも

のとする。

（一二一・五ＭＨｚ等の電波の使用制限）

第百五十三条　一二一・五ＭＨｚの電波の使用は、次に掲げる場合に限る。

一　急迫の危険状態にある航空機の航空機局と航空局との間に通信を行う場合で、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機局

のために使用されているとき。

二　捜索救難に従事する航空機の航空機局と遭難している船舶の船舶局との間に通信を行うとき。

三　航空機局相互間又はこれらの無線局と航空局若しくは船舶局との間に共同の捜索救難のための呼出し、応答又は準備信号の送信を行

うとき。

四　一二一・五ＭＨｚ以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との間に通信を行うとき。

五　無線機器の試験又は調整を行う場合で、総務大臣が別に告示する方法により試験信号の送信を行うとき。

六　前各号に掲げる場合を除くほか、急を要する通信を行うとき。

第百五十三条の二　砕氷、海洋の汚染の防止その他の海上における作業に従事する航空機の航空機局（当該航空機に
とう

搭載して使用する携帯

局を含む。）は、当該航空機の高度が三〇〇メートル（砕氷作業に従事する場合にあつては四五〇メートル）を超えている場合において

は、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波により海上移動業務の無線局との間に当該作業に関する通信を行つてはならな

い。

（使用電波の指示）

第百五十四条　責任航空局は、自局と通信する航空機局に対し、第百五十二条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指

示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。

２　交通情報航空局は、自局と通信する航空法第九十六条の二第二項（同法第九十六条第六項の規定により準用する場合を含む。）の規定

の適用を受ける航空機の航空機局に対し、第百五十二条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければなら

ない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。

３　航空機局は、第一項又は第二項の規定により指示された電波によることを不適当と認めるときは、その指示をした責任航空局又は交通

情報航空局に対し、その指示の変更を求めることができる。

４　航空無線電話通信網に属する責任航空局は、第一項の規定による電波の指示に当たつては、第一周波数（当該航空無線電話通信網内の

通信において一次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。）及び第二周波数（当該航空無線電話通信網内の通信において二次的に

使用する電波の周波数をいう。以下同じ。）をそれぞれ区別して指示しなければならない。

５　前項の責任航空局は、第一項及び前項の規定により電波の指示をしたときは、所属の航空無線電話通信網内の他の航空局に対し、その

旨及び指示した電波の周波数を通知しなければならない。使用電波の指示を変更したときも、同様とする。

（呼出し等の簡略化）

第百五十四条の二　無線電話通信においては、第二十条第一項第二号、第二十三条第二項第二号、第二十九条第二項第二号、第三十九条第

一項第二号、第百六十七条において準用する第五十九条第一項第二号及び第六十条第一項第三号並びに第百七十七条第一項において準用

する第八十九条第二項第二号（３）に掲げる事項の送信は、省略するものとする。

（呼出しの反復）

第百五十四条の三　無線電話通信においては、航空機局は、航空局に対する呼出しを行つても応答がないときは、少なくとも十秒間の間隔

を置かなければ、呼出しを反復してはならない。

（周波数の通知）

第百五十五条　無線電話通信においては、二以上の電波の周波数で聴守している航空局を呼び出すときは、呼出しに引き続き、当該呼出し

に使用した電波の周波数を通知するものとする。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

（連絡設定ができない場合の措置）

第百五十六条　航空無線電話通信網に属する責任航空局は、航空機局に対し、第一周波数の電波による呼出しを行なつても応答がないとき

は、更に第二周波数の電波による呼出しを行なうものとし、この呼出しに対してもなお応答がないときは、通信可能の範囲内にある他の

航空局又は航空機局に対し、当該航空機局との間の通信の疎通に関し、協力を求めるものとする。

２　前項の規定により協力を求められた無線局は、すみやかに当該航空機局に対する呼出しその他適当な措置をしなければならない。

22



３　第一項の責任航空局は、航空機局との連絡設定ができないときは、航空交通管制の機関及び当該航空機を運行する者に対し、その旨を

すみやかに通知しなければならない。通知した後に連絡設定ができた場合も、同様とする。

４　前各項の規定は、航空無線電話通信網に属しない責任航空局が航空機局を呼び出す場合に準用する。

５　第一項及び第二項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局を呼び出す場合に準用する。

（呼出符号の使用の特例）

第百五十七条　航空局又は航空機局は、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称に代えて、

総務大臣が別に告示する簡易な識別表示を使用することができる。ただし、航空機局は、航空局から当該識別表示により呼出しを受けた

後でなければこれを使用することができない。

（呼出符号等の送信の省略）

第百五十八条　無線電話通信においては、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該連絡設定に係る通信の継続中における呼出

符号又は呼出名称の送信を省略することができる。

（略語の送信の省略）

第百五十九条　無線電話通信においては、連絡設定後であつて混乱のおそれがないときは、次の各号に掲げる略語の送信を省略することが

できる。

一　お待ちください

二　おわりどうぞ

三　了解

四　こちらは

五　前各号に掲げる略語に相当する他の略語

（通報の送信の特例）

第百六十条　無線電話通信においては、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することが

できる。

（一方送信）

第百六十一条　責任航空局は、第百五十六条第一項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定により協力を求めてもなお航空機

局との連絡設定ができないときは、特に支障がある場合を除くほか、第一周波数及び第二周波数の電波（航空無線電話通信網に属しない

責任航空局にあつては、当該航空機局との間の通信に 後に使用した電波）を使用して一方送信（連絡設定ができない場合において、相

手局に対する呼出しに引き続いて行なう一方的な通報の送信をいう。以下同じ。）により通報を送信するものとする。

２　前項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局との連絡設定ができない場合に準用する。

第百六十二条　航空機局は、その受信設備の故障により責任航空局と連絡設定ができない場合で一定の時刻又は場所における報告事項の通

報があるときは、当該責任航空局から指示されている電波を使用して一方送信により当該通報を送信しなければならない。

２　無線電話により前項の規定による一方送信を行なうときは、「受信設備の故障による一方送信」の略語又はこれに相当する他の略語を

前置し、当該通報を反復して送信しなければならない。この場合においては、当該送信に引き続き、次の通報の送信予定時刻を通知する

ものとする。

（関係通信の受信等）

第百六十三条　航空無線電話通信網に属する航空局は、当該航空無線電話通信網内の無線局の行なうすべての通信を受信しなければならな

い。

第百六十四条　前条の航空局は、航空機局が他の航空局に対して送信している通報で自局に関係のあるものを受信したときは、特に支障が

ある場合を除くほか、その受信を終了したときから一分以内にその通報に係る受信証を当該他の航空局に送信するものとする。

２　前項の受信証を受信した航空局は、当該通報に係るその後の送信を省略しなければならない。

第百六十五条　第百六十三条の航空局は、所属の航空無線電話通信網内の他の無線局で第一周波数及び第二周波数の電波による呼出しに応

答しないものを認めたときは、当該無線局に対して呼出しを受けている旨を通知し又は当該無線局の代わりに応答してその通報を受信し

なければならない。

（受信証の送信の特例）

第百六十六条　無線電話通信においては、通報を確実に受信した場合の受信証の送信は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を

送信して行なうものとする。

一　航空機局の場合

自局の呼出符号又は呼出名称　一回

二　航空局の場合

（１）　相手局が航空機局であるとき。

相手局の呼出符号又は呼出名称（必要がある場合は、自局の呼出符号又は呼出名称一回を付する。）　一回

（２）　相手局が航空局であるとき。

自局の呼出符号又は呼出名称（第百六十四条第一項の規定による場合は、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称一回を付する。）　

一回

（規定の準用）

第百六十七条　第五十八条第一項から第五項まで及び第七項（電波の使用制限）、第五十九条（各局あて同報）及び第六十条（特定局あて

同報）の規定は、航空移動業務に準用する。

第三節　遭難通信及び緊急通信

（使用電波等）

第百六十八条　遭難航空機局が遭難通信に使用する電波は、責任航空局又は交通情報航空局から指示されている電波がある場合にあつては

当該電波、その他の場合にあつては航空機局と航空局との間の通信に使用するためにあらかじめ定められている電波とする。ただし、当

該電波によることができないか又は不適当であるときは、この限りでない。

２　前項の電波は、遭難通信の開始後において、救助を受けるため必要と認められる場合に限り、変更することができる。この場合におい

ては、できる限り、当該電波の変更についての送信を行わなければならない。

３　遭難航空機局は、第一項の電波を使用して遭難通信を行うほか、Ｊ三Ｅ電波二、一八二ｋＨｚ又はＦ三Ｅ電波一五六・八ＭＨｚを使用

して遭難通信を行うことができる。
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（遭難通報のあて先）

第百六十九条　航空機局が無線電話により送信する遭難通報（海上移動業務の無線局にあてるものを除く。）は、当該航空機局と現に通信

を行つている航空局、責任航空局又は交通情報航空局その他適当と認める航空局にあてるものとする。ただし、状況により、必要がある

と認めるときは、あて先を特定しないことができる。

（遭難通報の送信事項等）

第百七十条　前条の遭難通報は、遭難信号（なるべく三回）に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。

ただし、遭難航空機局以外の航空機局が送信する場合には、その旨を明示して、次に掲げる事項と異なる事項を送信することができる。

一　相手局の呼出符号又は呼出名称（遭難通報のあて先を特定しない場合を除く。）

二　遭難した航空機の識別又は遭難航空機局の呼出符号若しくは呼出名称

三　遭難の種類

四　遭難した航空機の機長のとろうとする措置

五　遭難した航空機の位置、高度及び針路

２　前項の規定は、航空機地球局が無線電話により送信する遭難通報に準用する。この場合において、「遭難航空機局」とあるのは「遭難

航空機地球局」と、「航空機局」とあるのは「航空機地球局」と読み替えるものとする。

３　航空機用救命無線機の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行うものとする。

（遭難信号の前置）

第百七十一条　無線電話による遭難信号（海上移動業務の無線局と通信を行なう場合のものを除く。）は、前条に規定する場合を除くほか、

必要に応じ、遭難通信に係る呼出し及び通報の送信に前置するものとする。

（遭難通信を受信した航空局等のとるべき措置）

第百七十一条の二　法第七十条の六第二項において準用する法第六十六条第一項の規定による措置は、次条から第百七十一条の五までに定

めるとおりとする。

（遭難通報等を受信した航空局のとるべき措置）

第百七十一条の三　航空局は、自局をあて先として送信された遭難通報を受信したときは、直ちにこれに応答しなければならない。

２　航空局は、自局以外の無線局（海上移動業務の無線局を除く。）をあて先として送信された遭難通報を受信した場合において、これに

対する当該無線局の応答が認められないときは、遅滞なく、当該遭難通報に応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答し

た場合にあつては、この限りでない。

３　航空局は、あて先を特定しない遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応

答した場合にあつては、この限りでない。

４　航空局は、前三項の規定により遭難通報に応答したときは、直ちに当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。

５　航空局は、携帯用位置指示無線標識の通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、

直ちにこれを航空交通管制の機関に通報しなければならない。

（遭難通報を受信した航空地球局のとるべき措置）

第百七十一条の四　航空地球局は、遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難通報を航空交通管制の機関に通

報しなければならない。

（遭難通報等を受信した航空機局のとるべき措置）

第百七十一条の五　第百七十一条の三第二項から第五項までの規定は、航空機局に準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」

とあるのは、「第百七十一条の五において準用する前二項」と読み替えるものとする。

（遭難通報に対する応答）

第百七十二条　航空局又は航空機局は、遭難通報を受信した場合において、無線電話によりこれに応答するときは、次に掲げる事項（遭難

航空機局と現に通信を行つている場合は、第三号及び第四号に掲げる事項）を順次送信して応答しなければならない。

一　遭難通報を送信した航空機局の呼出符号又は呼出名称　一回

二　自局の呼出符号又は呼出名称　一回

三　了解又はこれに相当する他の略語　一回

四　遭難又はこれに相当する他の略語　一回

（遭難通信の宰領）

第百七十二条の二　前条の規定により応答した航空局又は航空機局は、当該遭難通信の宰領を行ない、又は適当と認められる他の航空局に

当該遭難通信の宰領を依頼しなければならない。

２　前項の規定により遭難通信の宰領を依頼した航空局又は航空機局は、遭難航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。

（遭難通報に応答した航空局のとるべき措置）

第百七十二条の三　航空機の遭難に係る遭難通報に対し応答した航空局は、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

一　遭難した航空機が海上にある場合には、直ちに も迅速な方法により、救助上適当と認められる海岸局に対し、当該遭難通報の送信

を要求すること。

二　当該遭難に係る航空機を運行する者に遭難の状況を通知すること。

（遭難通信の終了）

第百七十三条　遭難航空機局（遭難通信を宰領したものを除く。）は、その航空機について救助の必要がなくなつたときは、遭難通信を宰

領した無線局にその旨を通知しなければならない。

第百七十四条　遭難通信を宰領した航空局又は航空機局は、遭難通信が終了したときは、直ちに航空交通管制の機関及び遭難に係る航空機

を運行する者にその旨を通知しなければならない。

第百七十四条の二　前条に規定する場合を除き、遭難通信が終了した場合又は沈黙を守らせる必要がなくなつた場合において、遭難通信を

宰領した航空局又は航空機局が関係の無線局にその旨を通知しようとするときは、当該遭難に係る救助に関し責任のある機関の同意を得

なければならない。

第百七十五条　第百七十二条の三第一号に掲げる措置をとつた航空局は、遭難通信が終了したときは、当該海岸局に対し、遭難通信の終了

に関する通報の送信を要求しなければならない。

（緊急通報の送信事項）

第百七十六条　無線電話による緊急通報（海上移動業務の無線局にあてるものを除く。）は、緊急信号（なるべく三回）に引き続き、でき

る限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。

一　相手局の呼出符号又は呼出名称（緊急通報のあて先を特定しない場合を除く。）
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二　緊急の事態にある航空機の識別又はその航空機の航空機局の呼出符号若しくは呼出名称

三　緊急の事態の種類

四　緊急の事態にある航空機の機長のとろうとする措置

五　緊急の事態にある航空機の位置、高度及び針路

六　その他必要な事項

（緊急通報を受信した無線局のとるべき措置）

第百七十六条の二　航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局又は航空機局は、次の各号（航空機局にあつては、第一号）

に掲げる措置をとらなければならない。

一　直ちに航空交通管制の機関に緊急の事態の状況を通知すること。

二　緊急の事態にある航空機を運行する者に緊急の事態の状況を通知すること。

三　必要に応じ、当該緊急通信の宰領を行なうこと。

（規定の準用）

第百七十七条　第七十二条、第七十八条第一項、第八十一条、第八十五条、第八十九条第二項、第九十条、第九十一条第二項、第九十三条

及び第九十四条の規定は、航空移動業務の無線局相互間において無線電話により行う遭難通信及び緊急通信について準用する。この場合

において、第八十九条第二項中「遭難通信が終了したときは」とあるのは「遭難通信が終了したとき又は沈黙を守らせる必要がなくなつ

たときは」と、同項第二号の（５）中「遭難通信の終了時刻」とあるのは「遭難通信の終了時刻又は沈黙を守らせる必要がなくなつた時

刻」と、第九十三条第一項中「法第六十七条第二項」とあるのは「法第七十条の六第二項において準用する法第六十七条第二項」と読み

替えるものとする。

２　第百六十八条、第百六十九条、第百七十一条及び第百七十二条の規定は、航空移動業務の無線局の行なう緊急通信について準用する。

３　第七十一条、第七十二条及び第七十八条第一項の規定は、航空移動衛星業務の無線局の行う遭難通信及び緊急通信について準用する。

４　第七十八条の二第五項の規定は、遭難航空機局の航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機を使用した場合に準用する。

第四節　削除

第百七十八条から第二百五十六条まで　削除

第八章　アマチュア局の運用

（発射の制限等）

第二百五十七条　アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作す

ることを許された周波数帯から逸脱してはならない。

第二百五十八条　アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与える虞があるとき

は、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項

に規定する通信を行う場合は、この限りでない。

（周波数等の使用区別）

第二百五十八条の二　アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。

（禁止する通報）

第二百五十九条　アマチュア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであつてはならない。ただし、地震、台風、洪水、津波、雪害、

火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の

維持のために必要な通報及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信する通報は、この限りでない。

（無線設備の操作）

第二百六十条　アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、免許人（免許人が社団である場合は、その構成員）以外の者であつてはならな

い。

（規定の準用）

第二百六十一条　アマチュア局の運用については、この章に規定するもののほか、第四章及び次章の規定を準用する。

第九章　宇宙無線通信の業務の無線局の運用

（混信の防止）

第二百六十二条　対地静止衛星（地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転

する人工衛星をいう。以下同じ。）に開設する人工衛星局以外の人工衛星局及び当該人工衛星局と通信を行う地球局は、その発射する電

波が対地静止衛星に開設する人工衛星局と固定地点の地球局との間で行う無線通信又は対地静止衛星に開設する衛星基幹放送局の放送の

受信に混信を与えるときは、当該混信を除去するために必要な措置を執らなければならない。

２　対地静止衛星に開設する人工衛星局と対地静止衛星の軌道と異なる軌道の他の人工衛星局との間で行われる無線通信であつて、当該他

の人工衛星局と地球の地表面との 短距離が対地静止衛星に開設する人工衛星局と地球の地表面との 短距離を超える場合にあつては、

対地静止衛星に開設する人工衛星局の送信空中線の 大輻射の方向と当該人工衛星局と対地静止衛星の軌道上の任意の点とを結ぶ直線と

の間でなす角度が十五度以下とならないよう運用しなければならない。

３　十二・二ＧＨｚを超え十二・四四ＧＨｚ以下の周波数の電波を受信する設備規則第五十四条の三第一項において無線設備の条件が定め

られている地球局が受信する電波の周波数の制御を行う地球局は、十二・二ＧＨｚを超え十二・四四ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用す

る固定局からの混信を回避するため、当該電波を受信する地球局の受信周波数を適切に選択しなければならない。

第二百六十二条の二　設備規則第四十九条の二十三の五に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局及び設備規則第五十四条の三第三項

に規定する無線設備を使用する地球局は、次に掲げる措置を講じなければならない。

一　天頂を九〇度とした送信空中線の 大輻射の方向の仰角の値が二十五度以下とならないよう運用しなければならない。

二　設備規則第四十九条の二十三の五に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局を船上で運用する場合において、低潮線の平均海面

からの高さ八〇メートル地点における 大電力束密度（当該携帯移動地球局からの電波であつて、 大の電力密度の一ＭＨｚの帯域幅

における一平方メートル当たりの電力束密度とし、一ワットを〇デシベルとする。次号において同じ。）の値は（－）一一六デシベル

を超えて運用しないこと。

三　設備規則第四十九条の二十三の五に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局を航空機に搭載して運用する場合において、地表面

における 大電力束密度の値は次の表の上欄に掲げる地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表

の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

電波の到来角（θ） 電力束密度

五度以下 （－）一二二デシベル
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五度を超え四〇度以下 次に掲げる式による値以下

－１２７＋ θ デシベル

四〇度を超え九〇度以下 （－）八七デシベル

第二百六十二条の三　前条の規定は、設備規則第四十九条の二十三の六に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局又は設備規則第五十

四条の三第四項に規定する無線設備を使用する地球局を運用するときについて準用する。この場合において、前条第一号中「二十五度」

とあるのは「四十五度」と、同条第二号及び第三号中「設備規則第四十九条の二十三の五」とあるのは「設備規則第四十九条の二十三の

六」と読み替えるものとする。

第二百六十二条の四　設備規則第四十九条の二十四の二に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次の表の上欄に掲げる区別に従

い、それぞれ同表の下欄に掲げる海域においては、電波を発射してはならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合は、この限りでな

い。

区別 海域

五、九二五ＭＨｚを超え六、四二五ＭＨｚ

以下の周波数の電波を使用する場合

空中線の大きさが直径一・二メートル以上二・四

メートル未満

全ての沿岸国の低潮線から三三〇キロメートル

以内の海域

空中線の大きさが直径二・四メートル以上 全ての沿岸国の低潮線から三〇〇キロメートル

以内の海域

一四・〇ＧＨｚを超え一四・四ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用する場合 本邦以外の沿岸国の低潮線から一二五キロメー

トル以内の海域

一四・四ＧＨｚを超え一四・五ＧＨｚ以下の周波数の電波を使用する場合 全ての沿岸国の低潮線から一二五キロメートル

以内の海域

第二百六十二条の五　設備規則第四十九条の二十四の三に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。

一　同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する一又は二以上の携帯移動地

球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力の総和の値を超え

て運用しないこと。

二　地表面における 大電力束密度（当該携帯移動地球局からの電波であつて、一四・四ＧＨｚを超える周波数の電波のスペクトルのう

ち、 大の電力密度の一ＭＨｚの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。）の値は、次の表の上欄に掲げる地表面

における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

電波の到来角（θ） 電力束密度

四〇度以下 次に掲げる式による値以下

－１３２＋０．５ θ デシベル（注）

四〇度を超え九〇度以下 （－）一一二デシベル（注）

注　一ワットを〇デシベルとする。

三　一四・四七ＧＨｚを超え一四・五ＧＨｚ以下の周波数の電波を受信する電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の見通し域内

では、当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における 大電力束密度（当該携帯移動地球局からの電波であつ

て、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七ＧＨｚを超え一四・五ＧＨｚ以下の周波数の電波のスペクトルのう

ち、 大の電力密度の一五〇ｋＨｚの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。）の値は、次の表の上欄に掲げる当

該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の

下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

電波の到来角（θ） 電力束密度

一〇度以下 次に掲げる式による値以下

－１９０＋０．５ θ デシベル（注）

一〇度を超え九〇度以下 （－）一八五デシベル（注）

注　一ワットを〇デシベルとする。

第十章　特定実験試験局の運用

（混信の防止）

第二百六十三条　無線局根本基準第六条第二項に規定する特定実験試験局は、その発射する電波の周波数と同一の周波数を使用する他の実

験試験局の運用を阻害するような混信を与え、又は与えるおそれがあるときは、当該実験試験局の免許人相互間において無線局の運用に

関する調整を行い、当該混信又は当該混信を与えるおそれを除去するために必要な措置を執らなければならない。

２　前項の規定は、無線局（実験試験局を除く。）の運用を阻害するような混信を与え、又は与えるおそれがあるときについて準用する。

この場合において、同項中「ときは、当該実験試験局の免許人相互間において無線局の運用に関する調整を行い」とあるのは、「ときは」

と読み替えるものとする。

３　前二項の規定は、無線局の開設を予定している者との調整について準用する。

附　則

１　この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。

２　この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてした

ものとみなす。

附　則　（昭和二六年一二月一一日電波監理委員会規則第一一号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二七年六月一八日電波監理委員会規則第七号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二七年九月二九日郵政省令第三二号）　抄

１　この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。

附　則　（昭和二八年一一月二五日郵政省令第六〇号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊がその用に供する無線局との

通信において、この規則に規定する通信方法によることが特に困難である場合は、この規則によらないことができる。
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附　則　（昭和二九年一二月二八日郵政省令第四五号）　抄

１　この省令は、昭和三十年一月一日から施行する。

附　則　（昭和三〇年一月二九日郵政省令第六号）

この省令は、昭和三十年二月一日から施行する。

附　則　（昭和三〇年九月二二日郵政省令第四四号）

この省令は、昭和三十年十月一日から施行する。

附　則　（昭和三一年五月一日郵政省令第一〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三一年一一月二九日郵政省令第二二号）

この省令は、昭和三十一年十二月一日から施行する。

附　則　（昭和三三年一一月五日郵政省令第二九号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律（昭和三十三年法律第百四十号）施行の日（昭和三十三年十一月五日）から施行する。ただ

し、第百四十三条、第百八十四条、第二百一条、第二百二条、第二百五条及び別表第四号の改正規定は、昭和三十三年十二月一日から施

行する。

附　則　（昭和三四年五月二五日郵政省令第一八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三四年一二月二二日郵政省令第三〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三四年一二月二二日郵政省令第三一号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三五年六月二三日郵政省令第一四号）

この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附　則　（昭和三五年九月二七日郵政省令第二〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三六年六月一日郵政省令第一五号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

３　改正前の規則第十八条及び第四十条第二号の規定に基づいてした処分は、この省令の施行の日以後においてもなお効力を有するものと

する。

附　則　（昭和三八年七月三一日郵政省令第一二号）　抄

１　この省令は、電波法の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第八十二号）の施行の日（昭和三十八年八月一日）から施行する。

附　則　（昭和三八年一一月一日郵政省令第二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三九年一二月二八日郵政省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四〇年五月二六日郵政省令第一二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四〇年九月一日郵政省令第二九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四一年一二月一五日郵政省令第二七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四二年七月一五日郵政省令第一五号）

この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。ただし、第百七十九条に一項を加える改正規定、第百七十九条の次に一条を加える

改正規定及び第百八十二条の改正規定は、昭和四十二年八月二十四日から施行する。

附　則　（昭和四三年八月二〇日郵政省令第三一号）

この省令は、昭和四十三年八月二十二日から施行する。ただし、第八十四条第三項の改正規定（航空機用救命無線機に関する部分に限

る。）、第百七十二条の次に二条を加える改正規定（第百七十二条の三第二項に係る部分に限る。）及び第百七十七条の改正規定（同条第

四項に係る部分に限る。）は、昭和四十四年一月一日から施行する。

附　則　（昭和四四年三月二八日郵政省令第八号）　抄

１　この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第四条の二第三項、第四十二条の三第一項及び第二項、第四十三条の二並

びに第九十七条第二項の改正規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附　則　（昭和四六年三月一日郵政省令第三号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　改正前の第百四十七条第二項の規定に基づく告示は、改正後の第百四十六条第三項の規定に基づく告示とする。

附　則　（昭和四六年六月一日郵政省令第九号）　抄

１　この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。

附　則　（昭和四六年一二月二四日郵政省令第三一号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四七年五月一日郵政省令第一六号）

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

附　則　（昭和四七年七月一日郵政省令第二五号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行前にされた電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単

位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の

施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。

附　則　（昭和四七年一二月二一日郵政省令第四三号）

この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

附　則　（昭和五〇年一二月一日郵政省令第二一号）
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１　この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第五十八条の二、第五十八条の三、第五十九条第一項、第六十条第一項及

び第六十六条の二第二項の改正規定は、昭和五十二年六月一日午前九時（中央標準時による。）から施行する。

２　海上移動業務において短波帯の周波数の電波を使用して行う無線電信通信の方法については、改正後の第二十条、第二十一条、第二十

三条第二項及び第二十四条第一項の規定にかかわらず、前項ただし書に規定する時刻（次項において「切替時刻」という。）までは、な

お従前の例による。

３　海上移動業務における無線電話通信の呼出しについては、切替時刻までは、改正後の第十八条中「第二十条第二項」とあるのは、「第

二十条第二項及び第五十八条の二」とする。

附　則　（昭和五五年五月六日郵政省令第一四号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第六十七号）の施行の日から施行する。

附　則　（昭和五七年三月八日郵政省令第一〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五七年九月一三日郵政省令第三九号）

この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五七年一一月二二日郵政省令第六八号）

この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。

附　則　（昭和五八年一月三一日郵政省令第四号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律（昭和五十七年法律第五十九号）の施行の日から施行する。

附　則　（昭和五八年三月二五日郵政省令第九号）　抄

１　この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。

２　この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基

づく処分、手続その他の行為（アマチユア局に係るものを除く。）のうち、改正前の施行規則第四条の二の規定に従つた電波の型式の表

示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。

附　則　（昭和五九年三月一四日郵政省令第一〇号）

この省令は、昭和五十九年六月七日から施行する。

附　則　（昭和五九年七月二五日郵政省令第三四号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律（昭和五十九年法律第四十八号）の施行の日（昭和五十九年九月一日）から施行する。

附　則　（昭和五九年一二月二四日郵政省令第五一号）

この省令は、昭和六十年一月十五日から施行する。

附　則　（昭和六〇年三月一五日郵政省令第一二号）

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六〇年六月一日郵政省令第四九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和六〇年七月二七日郵政省令第六八号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　改正前の第四十六条の規定に基づく告示は、改正後の第四十七条の規定に基づく告示とする。

附　則　（昭和六一年五月二七日郵政省令第三一号）

１　この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、第四条の二、第七条及び第八条の二の改正規定は、昭和六十一年七月一日

から施行する。

２　法第三十七条第三号に規定する救命艇用携帯無線電信については、この省令の施行にかかわらず、昭和六十一年六月三十日までの間

は、なお従前の例による。

附　則　（昭和六一年一一月二六日郵政省令第六五号）

この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律（昭和六十年法律第百二号）第二十一条の規定（電波法

（昭和二十五年法律第百三十一号）第三十七条の改正規定を除く。）の施行の日（昭和六十一年十二月一日）から施行する。

附　則　（昭和六二年九月二九日郵政省令第五〇号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第五十五号）の施行の日から施行する。ただし、別表第五号の改正規定

は、昭和六十二年十月二十二日から施行する。

附　則　（平成元年一〇月二日郵政省令第六三号）

この省令は、平成元年十月三日から施行する。

附　則　（平成元年一二月一八日郵政省令第七七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二年九月一八日郵政省令第四九号）

この省令は、平成三年七月一日から施行する。

附　則　（平成三年六月一日郵政省令第三二号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三年一二月二日郵政省令第五九号）

１　この省令は、平成四年二月一日から施行する。

２　電波法の一部を改正する法律（平成三年法律第六十七号）附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局につい

ては、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、同項に定める日までは、なお従前の例による。

附　則　（平成六年三月二八日郵政省令第二〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成六年八月四日郵政省令第五六号）

この省令は、平成六年十一月四日から施行する。ただし、第四十三条、第四十三条の二第三項第二号及び第四十四条の二第二項の改正

規定は、平成七年二月一日から施行する。

附　則　（平成六年一〇月六日郵政省令第七〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成八年一二月一二日郵政省令第七七号）　抄

１　この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、無線局根本基準第六条の三第三号の改正規定、施行規則第六条の四第三号及び

第四号の改正規定、施行規則第三十三条の二第一項第一号の改正規定、施行規則第三十八条の改正規定（「通信条約及び附属規則」を「通
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信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。）、免許規則別表第五号の二の改正規定、運用規則第百五十三条の二の改正規

定、設備規則第七条第三項の改正規定、設備規則第三十八条の三第一号の改正規定、設備規則第四十条の二第一項の改正規定、設備規則

第四十条の五第一項第二号ロの改正規定、設備規則第四十条の七第三項及び第四項の改正規定、設備規則第四十一条第三項の改正規定、

設備規則第四十五条の十二の四の改正規定、設備規則第五十八条の改正規定並びに設備規則別表第一号の改正規定は、平成十年六月一日

から施行する。

附　則　（平成九年六月一六日郵政省令第三五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十一年二月一日から施行する。ただし、目次（第三章第五節に係る部分を除く。）、第十三条、第十四条、第十九条の

二、第二十一条、第二十三条、第二十九条、第三十八条、第三十九条、第五十八条の十一、第百二十五条、第百七十七条（第一項及び第

五項中「第七十八条の二第五項」を「第七十八条の二第三項」に改める部分を除く。）及び第八章から第十章までの改正規定並びに次項

の規定は、平成十一年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一一年五月二一日郵政省令第四〇号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　海上移動業務において、モールス信号を用いて遭難通報を発射する場合、当該発射の条件は、なお従前の例による。

３　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附　則　（平成一三年一二月一三日総務省令第一六九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一五年八月一一日総務省令第一〇七号）

１　この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。

２　この省令の施行前にしたアマチュア局に係る施行規則、免許規則、設備規則、証明規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続そ

の他の行為のうち、電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、施行規則第四条の二の規定に従って相当の電波の型式の

表示をしているものとみなす。

附　則　（平成一六年三月一日総務省令第三〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一六年六月三〇日総務省令第九八号）

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附　則　（平成一六年九月二二日総務省令第一一九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年三月三日総務省令第一八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年六月二一日総務省令第一〇四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年八月九日総務省令第一二六号）

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

附　則　（平成一七年九月二九日総務省令第一四三号）

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附　則　（平成一八年一月二四日総務省令第六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一八年一一月二〇日総務省令第一三四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二〇年三月二六日総務省令第三二号）

（施行期日）

１　この省令は、放送法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百三十六号）及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平

成二十年四月一日）から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受け

た実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。

３　この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。

４　前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の

それぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。

附　則　（平成二〇年一二月二二日総務省令第一四九号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第四十条の二の改正規定　平成二十年十二月三十一日

二　第七十五条に三項を加える改正規定　平成二十一年一月一日

附　則　（平成二一年六月三〇日総務省令第七〇号）

この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。

附　則　（平成二一年一〇月一九日総務省令第一〇〇号）
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この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月二二日総務省令第一二〇号）

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附　則　（平成二三年五月二五日総務省令第五一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年六月二九日総務省令第六六号）

この省令は、放送法等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第六十五号）の施行の日（平成二十三年六月三十日）から施行する。

附　則　（平成二三年八月三一日総務省令第一二七号）

この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十三年八月三十一日）から施行する。

附　則　（平成二三年一二月一四日総務省令第一六二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年一二月一六日総務省令第一六四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二四年三月三〇日総務省令第二三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。

附　則　（平成二六年一二月一五日総務省令第九三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年八月一三日総務省令第七〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年一二月二五日総務省令第一〇七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年一一月四日総務省令第八九号）

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附　則　（平成二八年一二月二七日総務省令第一〇一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附　則　（令和二年四月一五日総務省令第三八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年四月一七日総務省令第四一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年六月二二日総務省令第六一号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年三月二日総務省令第一五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年六月三〇日総務省令第六六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年八月二〇日総務省令第七九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年三月三日総務省令第一一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、令和四年五月一日から施行する。

附　則　（令和四年四月二七日総務省令第三三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年九月三〇日総務省令第六四号）

この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日（令和四年十月一日）から施行する。

附　則　（令和五年三月二二日総務省令第一七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年八月三一日総務省令第六八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年一二月二二日総務省令第九四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

別表第一号　モールス符号（第十二条関係）

１　和文

一　文字 　

・－ イ

・－・－ ロ

－・・・ ハ

－・－・ ニ

－・・ ホ

・ ヘ

・・－・・ ト
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・・－・ チ

－－・ リ

・・・・ ヌ

－・－－・ ル

・－－－ ヲ

－・－ ワ

・－・・ カ

－－ ヨ

－・ タ

－－－ レ

－－－・ ソ

・－－・ ツ

－－・－ ネ

・－・ ナ

・・・ ラ

－ ム

・・－ ウ

・－・・－ ヰ

・・－－ ノ

・－・・・ オ

・・・－ ク

・－－ ヤ

－・・－ マ

－・－－ ケ

－－・・ フ

－－－－ コ

－・－－－ エ

・－・－－ テ

－－・－－ ア

－・－・－ サ

－・－・・ キ

－・・－－ ユ

－・・・－ メ

・・－・－ ミ

－－・－・ シ

・－－・・ ヱ

－－・・－ ヒ

－・・－・ モ

・－－－・ セ

－－－・－ ス

・－・－・ ン

・・ 、、濁点

・・－－・ ○半濁点

二　数字 　

・－－－－ 一

・・－－－ 二

・・・－－ 三

・・・・－ 四

・・・・・ 五

－・・・・ 六

－－・・・ 七

－－－・・ 八

－－－－・ 九

－－－－－ 〇

三　記号 　

・－－・－ －長音

・－・－・－ 、区切点

・－・－・・ 」段落

－・－－・－ （ 括弧

・－・・－・ ）

２　欧文

一　文字 　

・－ Ａ

－・・・ Ｂ

－・－・ Ｃ

－・・ Ｄ
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・ Ｅ

・・－・ Ｆ

－－・ Ｇ

・・・・ Ｈ

・・ Ｉ

・－－－ Ｊ

－・－ Ｋ

・－・・ Ｌ

－－ Ｍ

－・ Ｎ

－－－ Ｏ

・－－・ Ｐ

－－・－ Ｑ

・－・ Ｒ

・・・ Ｓ

－ Ｔ

・・－ Ｕ

・・・－ Ｖ

・－－ Ｗ

－・・－ Ｘ

－・－－ Ｙ

－－・・ Ｚ

二　数字 　

・－－－－ １

・・－－－ ２

・・・－－ ３

・・・・－ ４

・・・・・ ５

－・・・・ ６

－－・・・ ７

－－－・・ ８

－－－－・ ９

－－－－－ ０

三　記号 　

・－・－・－ ．終点

－－・・－－ ，小読点

－－－・・・ ：重点又は除法の記号

・・－－・・ ？問符

・－－－－・ ’略符

－・・・・－ －連続線、横線又は減算の記号

－・－－・ （左括弧

－・－－・－ ）右括弧

－・・－・ ／斜線又は除法の記号

－・・・－ ＝二重線

・－・－・ ＋十字符又は加算の記号

・－・・－・ “”引用符

－・・－ ×乗算の記号

・－－・－・ ＠単価記号

３　数字の略体

・－ 一又は１

・・－ 二又は２

・・・－ 三又は３

・・・・－ 四又は４

・・・・・ 五又は５

－・・・・ 六又は６

－・・・ 七又は７

－・・ 八又は８

－・ 九又は９

－ 〇又は０

注

一　符号の線及び間隔

１　一線の長さは、三点に等しい。

２　一符号を作る各線又は点の間隔は、一点に等しい。

３　二符号の間隔は、三点に等しい。

４　二語の間隔は、七点に等しい。

二　航空無線通信業務における字、記号の使用方法
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１　記号は、和文では区切点及び段落、欧文では終点、問符及び斜線に限り、その他の記号の使用は、本文を理解するために必要な場

合に限る。

２　ローマ数字を送る場合は、ＲＯＭＡＮの語を冠して送るものとする。

三　欧文の場合における数字と文字との集合、「％」、「‰」、帯分数、分及び秒等の送信方法

１　数字と文字とで構成した集合は、数字と文字との間に間隔を置かずに送るものとする。

２　「％」又は「‰」の記号は、数字の零、斜線及び数字の零又は零零を連続して送るものとする。

３　帯分数は整数と分数との間に、「％」又は「‰」の記号を伴う数字は数字と「％」又は「‰」との間に連続線を送るものとする。

４　分の記号「’」は略符を一回、秒の記号「”」は略符を二回送るものとする。

別表第二号　無線電信通信の略符号（第１３条関係）

１　Ｑ符号

注

１　（１）を付したＱ符号は，航空移動業務並びに航空，航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において

使用してはならない。

２　（２）を付したＱ符号は，海上移動業務において使用してはならない。

３　Ｑ符号を問いの意義に使用するときは，Ｑ符号の次に問符をつけなければならない。

Ｑ符号 意義

　 問い 答え又は通知

ＱＯＡ（１） そちらは，無線電信（５００ｋＨｚ）で通信するこ

とができますか。

こちらは，無線電信（５００ｋＨｚ）で通信することができ

ます。

ＱＯＢ（１） そちらは，無線電話（２，１８２ｋＨｚ）で通信す

ることができますか。

こちらは，無線電話（２，１８２ｋＨｚ）で通信することが

できます。

ＱＯＣ（１） そちらは，無線電話（１５６．８ＭＨｚ）で通信す

ることができますか。

こちらは，無線電話（１５６．８ＭＨｚ）で通信することが

できます。

ＱＯＤ（１） そちらは， こちらは，

　 ０　オランダ語 ０　オランダ語

　 １　英語 １　英語

　 ２　フランス語 ２　フランス語

　 ３　ドイツ語 ３　ドイツ語

　 ４　ギリシャ語 ４　ギリシャ語

　 ５　イタリア語 ５　イタリア語

　 ６　日本語 ６　日本語

　 ７　ノールウェー語 ７　ノールウェー語

　 ８　ロシア語 ８　ロシア語

　 ９　スペイン語 ９　スペイン語

　 で，こちらと通信することができますか。 で，そちらと通信することができます。

ＱＯＥ（１） そちらは，……（名称又は呼出符号）が送信した安

全信号を受信しましたか。

こちらは，……（名称又は呼出符号）が送信した安全信号を

受信しました。

ＱＯＦ（１） こちらの信号の実用上の質はどうですか。 そちらの信号の質は，

１　実用には適しません。

２　どうにか実用に適します。

３　実用に適します。

ＱＯＧ（１） そちらには，送信するテープがいくらありますか。 こちらには，送信するテープが……だけあります。

ＱＯＨ（１） こちらから位相信号を……秒間送信しましようか。 位相信号を……秒間送信してください。

ＱＯＩ（１） こちらは，こちらのテープを送信しましようか。 そちらのテープを送信してください。

ＱＯＪ（１） そちらは，衛星非常用位置指示無線標識の通報又は

航空機用救命無線機等の通報を……ｋＨｚ（又はＭ

Ｈｚ）で聴取してくれませんか。

こちらは，衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用

救命無線機等の通報を……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）で聴取し

ています。

ＱＯＫ（１） そちらは，……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）で衛星非常用

位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機

等の通報を受信しましたか。

こちらは，……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）で衛星非常用位置指示

無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信し

ました。

ＱＯＬ（１） 貴船舶には，選択呼出しの受信設備がありますか。

もしあれば，そちらの選択呼出番号又は選択呼出

信号は，何ですか。

当船舶には，選択呼出しの受信設備があります。こちらの選

択呼出番号又は選択呼出信号は……です。

ＱＯＭ（１） どの周波数で選択呼出しによつて貴船舶と連絡する

ことができますか。

当船舶とは，……の周波数で選択呼出しによつて連絡するこ

とができます（必要があるときは，連絡設定が可能な時間

を付ける。）。

ＱＯＯ（１） そちらは，どの通信周波数でも送信することができ

ますか。

こちらは，どの通信周波数でも送信することができます。

ＱＯＴ（１） そちらは，こちらの呼出しを聞いていますか。そち

らと通信を交換することができるまでのおよその

待ち時間は，何分ですか。

こちらは，そちらの呼出しを聞いています。およその待ち時

間は，……分です。

ＱＲＡ 貴局名は，何ですか。 当局名は，……です。

ＱＲＢ 貴局は，当局からおよそいくらの距離にありますか。 貴局と当局との間の距離は，およそ……海里（又はキロメー

トル）です。

ＱＲＣ 何私企業（又は主管庁）が貴局の料金計算を清算し

ますか。

当局の料金計算は，……私企業（又は主管庁）が清算します。

33



ＱＲＤ そちらは，どこへ行きますか。どこから来ましたか。 こちらは，……へ行きます。……から来ました。

ＱＲＥ そちらは，何時に……（場所）（又は……の上空）に

到着の見込みですか。

こちらは，……（場所）（又は……の上空）に……時に到着の

見込みです。

ＱＲＦ そちらは，……（場所）へ帰りますか。 こちらは，……（場所）へ帰ります。

又は

……（場所）へ帰つてください。

ＱＲＧ こちら（又は……）の正確な周波数を示してくれま

せんか。

そちら（又は……）の正確な周波数は，……ｋＨｚ（又はＭ

Ｈｚ）です。

ＱＲＨ こちらの周波数は，変化しますか。 そちらの周波数は，変化します。

ＱＲＩ こちらの発射の音調は，どうですか。 そちらの発射の音調は，

１　良いです。

２　変化します。

３　悪いです。

ＱＲＪ そちらの無線電話呼出し申込みは，いくつあります

か。

こちらの無線電話呼出し申込みは，……です。

ＱＲＫ こちらの信号（又は……（名称又は呼出符号）の信

号）の明りよう度は，どうですか。

そちらの信号（又は……（名称又は呼出符号）の信号）の明

りよう度は，

１　悪いです。

２　かなり悪いです。

３　かなり良いです。

４　良いです。

５　非常に良いです。

ＱＲＬ そちらは，通信中ですか。 こちらは，通信中です（又はこちらは，……（名称又は呼出

符号）と通信中です。）。妨害しないでください。

ＱＲＭ こちらの伝送は，混信を受けていますか。 そちらの伝送は，

１　混信を受けていません。

２　少し混信を受けています。

３　かなりの混信を受けています。

４　強い混信を受けています。

５　非常に強い混信を受けています。

ＱＲＮ そちらは，空電に妨げられていますか。 こちらは，

１　空電に妨げられていません。

２　少し空電に妨げられています。

３　かなり空電に妨げられています。

４　強い空電に妨げられています。

５　非常に強い空電に妨げられています。

ＱＲＯ こちらは，送信機の電力を増加しましようか。 送信機の電力を増加してください。

ＱＲＰ こちらは，送信機の電力を減少しましようか。 送信機の電力を減少してください。

ＱＲＱ こちらは，もつと速く送信しましようか。 もつと速く送信してください（１分間に……語）。

ＱＲＲ そちらは，自動機使用の用意ができましたか。 こちらは，自動機使用の用意ができました。１分間に……語

の速度で送信してください。

ＱＲＳ こちらは，もつとおそく送信しましようか。 もつとおそく送信してください（１分間に……語）。

ＱＲＴ こちらは，送信を中止しましようか。 送信を中止してください。

ＱＲＵ そちらは，こちらへ伝送するものがありますか。 こちらは，そちらへ伝送するものはありません。

ＱＲＶ そちらは，用意ができましたか。 こちらは，用意ができました。

ＱＲＷ こちらは，……に，そちらが……ｋＨｚ（又はＭＨ

ｚ）で彼を呼んでいることを通知しましようか。

……に，こちらが……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）で彼を呼んでい

ることを通知してください。

ＱＲＸ そちらは，何時に再びこちらを呼びますか。 こちらは，……時に（……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）で）再びそ

ちらを呼びます。

ＱＲＹ こちらの順位は，何番ですか（通信連絡に関して）。 そちらの順位は，……番です（又は他の指示による。）（通信

連絡に関して）。

ＱＲＺ 誰がこちらを呼んでいますか。 そちらは，……から（……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）で）呼ばれ

ています。

ＱＳＡ こちらの信号（又は……（名称又は呼出符号）の信

号）の強さは，どうですか。

そちらの信号（又は……（名称又は呼出符号）の信号）の強

さは，

１　ほとんど感じません。

２　弱いです。

３　かなり強いです。

４　強いです。

５　非常に強いです。

ＱＳＢ こちらの信号には，フェージングがありますか。 そちらの信号には，フェージングがあります。

ＱＳＣ そちらは，少量通信船舶局ですか。 こちらは，少量通信船舶局です。

ＱＳＤ こちらの信号は，切れますか。 そちらの信号は，切れます。

ＱＳＥ 救命浮機の予測流程は，どれ位ですか。 救命浮機の予測流程は，……（数字及び単位）です。

ＱＳＦ そちらは，救助を終りましたか。 こちらは，救助を終り，……基地へ向かつて進行中です（救

急車の必要な負傷者が……人あります。）。
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ＱＳＧ こちらは，電報を一度に……通送信しましようか。 電報は，一度に……通送信してください。

ＱＳＨ そちらは，そちらの方向探知装置でホーミングでき

ますか。

こちらは，こちらの方向探知装置で，（……（名称又は呼出符

号）に）ホーミングできます。

ＱＳＩ 　 こちらは，そちらの伝送を中断することができませんでした。

又は

そちらは，……（名称又は呼出符号）に，こちらが（……ｋ

Ｈｚ（又はＭＨｚ）の）彼の伝送を中断することができな

かつたことを通知してください。

ＱＳＪ ……あての徴収料金は，貴国の国内料金をあわせて

いくらですか。

……あての徴収料金は，当国の国内料金をあわせて……フラ

ンです。

ＱＳＫ そちらは，そちらの信号の間に，こちらを聞くこと

ができますか。できるとすれば，こちらは，そち

らの伝送を中断してもよろしいですか。

こちらは，こちらの信号の間に，そちらを聞くことができま

す。こちらの伝送を中断してよろしい。

ＱＳＬ そちらは，受信証を送ることができますか。 こちらは，受信証を送ります。

ＱＳＭ こちらは，そちらに送信した 後の電報（又は以前

の電報）を反復しましようか。

そちらがこちらに送信した 後の電報（又は第……号電報）

を反復してください。

ＱＳＮ そちらは，こちら（又は……（名称又は呼出符号））

を……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）で聞きましたか。

こちらは，そちら（又は……（名称又は呼出符号））を……ｋ

Ｈｚ（又はＭＨｚ）で聞きました。

ＱＳＯ そちらは，……（名称又は呼出符号）と直接（又は

中継で）通信することができますか。

こちらは，……（名称又は呼出符号）と直接（又は……の中

継で）通信することができます。

ＱＳＰ そちらは，無料で……（名称又は呼出符号）へ中継

してくれませんか。

こちらは，無料で……（名称又は呼出符号）へ中継しましよ

う。

ＱＳＱ そちらには，医師（又は……（人名））が乗船してい

ますか。

こちらには，医師（又は……（人名））が乗船しています。

ＱＳＲ こちらは，呼出周波数で呼出しを反復しましようか。 呼出周波数でそちらの呼出しを反復してください。そちらを

聞くことができませんでした（又は混信があります。）。

ＱＳＳ そちらは，どの通信周波数を使用しますか。 こちらは，……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）の通信周波数を使用し

ます。

ＱＳＵ こちらは，この周波数（又は……ｋＨｚ（若しくは

ＭＨｚ））で（種別……の発射で）送信又は応答し

ましようか。

その周波数（又は……ｋＨｚ（若しくはＭＨｚ））で（種別

……の発射で）送信又は応答してください。

ＱＳＶ こちらは，調整のために，この周波数（又は……ｋ

Ｈｚ（若しくはＭＨｚ））でＶ（又は符号）の連続

を送信しましようか。

調整のために，その周波数（又は……ｋＨｚ（若しくはＭＨ

ｚ））でＶ（又は符号）の連続を送信してください。

ＱＳＷ そちらは，この周波数（又は……ｋＨｚ（若しくは

ＭＨｚ））で（種別……の発射で）送信してくれま

せんか。

こちらは，この周波数（又は……ｋＨｚ（若しくはＭＨｚ））

で（種別……の発射で）送信しましよう。

ＱＳＸ そちらは，……（名称又は呼出符号）を……ｋＨｚ

（又はＭＨｚ）で又は……の周波数帯若しくは……

の通信路で聴取してくれませんか。

こちらは，……（名称又は呼出符号）を……ｋＨｚ（又はＭ

Ｈｚ）で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取

しています。

ＱＳＹ こちらは，他の周波数に変更して伝送しましようか。 他の周波数（又は……ｋＨｚ（若しくはＭＨｚ））に変更して

伝送してください。

ＱＳＺ こちらは，各語又は各集合を２回以上送信しましよ

うか。

各語又は各集合を２回（又は……回）送信してください。

ＱＴＡ こちらは，第……号電報（又は通報）を取り消しま

しようか。

第……号電報（又は通報）を取り消してください。

ＱＴＢ そちらは，こちらの語数計算に同意しますか。 こちらは，そちらの語数計算に同意しません。こちらは，各

語又は各集合の 初の文字又は数字を反復します。

ＱＴＣ そちらには，送信する電報が何通ありますか。 こちらには，そちら（又は……（名称又は呼出符号））への電

報が……通あります。

ＱＴＤ 救助船又は救助航空機は，何を収容しましたか。 ……（識別表示）は，

１　……（数）の生存者

２　難波物

３　……（数）の死体

を収容しました。

ＱＴＥ そちらからのこちらの真方位は，何度ですか。 こちらからのそちらの真方位は，……度でした。……時現在

で。

又は

……（名称又は呼出符号）からのこちらの真方位は，

何度ですか。

又は

……（名称又は呼出符号）からのそちらの真方位は，……度

でした。……時現在で。

又は

……（名称又は呼出符号）の……（名称又は呼出符

号）からの真方位は，何度ですか。

又は

……（名称又は呼出符号）の……（名称又は呼出符号）から

の真方位は，……度でした。……時現在で。

ＱＴＧ そちらは，１線各１０秒間の２線（又は搬送波）に

続くそちらの呼出符号（又は名称）を（……回反復

こちらは，１線各１０秒間の２線（又は搬送波）に続くこち

らの呼出符号（又は名称）を（……回反復して）……ｋＨ

ｚ（又はＭＨｚ）で送信しましよう。
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して）……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）で送信してくれま

せんか。

又は

そちらは，……（名称又は呼出符号）に対して，１

線各１０秒間の２線（又は搬送波）に続くその呼

出符号（又は名称）を（……回反復して）……ｋＨ

ｚ（又はＭＨｚ）で送信することを請求してくれ

ませんか。

又は

こちらは，……（名称又は呼出符号）に対して，１線各１０

秒間の２線（又は搬送波）に続くその呼出符号（又は名称）

を（……回反復して）……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）で送信す

ることを請求しました。

ＱＴＨ 緯度及び経度で示す（又は他の表示による。）そちら

の位置は，何ですか。

こちらの位置は，緯度……，経度……（又は他の表示による

。）です。

ＱＴＩ そちらの真方位による航跡は，何度ですか。 こちらの真方位による航跡は，……度です。

ＱＴＪ そちらの速力は，いくらですか（船舶又は航空機の

水上又は空中の速力を請求する。）。

こちらの速力は，……ノット（又は毎時……キロメートル若

しくは毎時……法定マイル）です（船舶又は航空機の水上

又は空中の速力を表示する。）。

ＱＴＫ 貴航空機の地表面に対する速力は，いくらですか。 当航空機の地表面に対する速力は，……ノット（又は毎時……

キロメートル若しくは毎時……法定マイル）です。

ＱＴＬ そちらの真針路は，何度ですか。 こちらの真針路は，……度です。

ＱＴＭ そちらの磁針路は，何度ですか。 こちらの磁針路は，……度です。

ＱＴＮ そちらは，何時に……（場所）を出発しましたか。 こちらは，……（場所）を……時に出発しました。

ＱＴＯ そちらは，岸壁（又は港）を離れましたか。 こちらは，岸壁（又は港）を離れました。

又は

そちらは，離陸（水）しましたか。

又は

こちらは，離陸（水）しました。

ＱＴＰ そちらは，岸壁（又は港）に着くところですか。 こちらは，岸壁（又は港）に着くところです。

　 又は

そちらは，着水（又は着陸）するところですか。

又は

こちらは，着水（又は着陸）するところです。

ＱＴＱ 貴局は，国際通信書によつて当局と通信することが

できますか。

当局は，国際通信書によつて貴局と通信しましよう。

ＱＴＲ 正確な時刻は，何時ですか。 正確な時刻は，……時です。

ＱＴＳ そちらは，そちらの呼出符号（又は名称）を……秒

間送信してくれませんか。

こちらの呼出符号（又は名称）を……秒間送信しましよう。

ＱＴＴ 　 次に続く識別信号は，別の伝送に重畳されています。

ＱＴＵ 貴局は，何時から何時まで執務しますか。 当局は，……時から……時まで執務します。

ＱＴＶ こちらは，周波数……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）で（……

時から……時まで）そちらに代わつて聴守しましよ

うか。

周波数……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）で（……時から……時まで）

こちらに代わつて聴守してください。

ＱＴＷ 生存者の状態は，どうですか。 生存者の状態は，……，至急……が必要です。

ＱＴＸ そちらは，更に通知するまで（又は……時まで）こ

ちらとの通信のために執務してくれませんか。

こちらは，更に通知があるまで（又は……時まで）そちらと

の通信のために執務します。

ＱＴＹ そちらは，事故の現場へ進行中ですか。進行中なら

ば，いつ到着の予定ですか。

こちらは，事故の現場へ進行中で，……時（……日）に到着

の予定です。

ＱＴＺ そちらは，捜索を続けていますか。 こちらは，……（航空機，船舶，救命浮機，生存者又は難破

物）の捜索を続けています。

ＱＵＡ そちらは，……（名称又は呼出符号）の消息を知つ

ていますか。

……（名称又は呼出符号）の消息は，次のとおりです。

ＱＵＢ そちらは，次の事項をその順序で，こちらへ通知す

ることができますか。

請求された事項は，次のとおりです。

……（観測地）における地表風の真方位度数で示す

方向及び速度，視界，現在の天候，雲量，雲型，

地表から雲底までの高さ

……

（速度及び距離に使用した単位を示すものとする。）

ＱＵＣ そちらがこちら（又は……（名称又は呼出符号））か

ら受信した 後の電報の番号（又は他の表示）は，

何ですか。

こちらがそちら（又は……（名称又は呼出符号））から受信し

た 後の電報の番号（又は他の表示）は，……です。

ＱＵＤ そちらは，……（名称又は呼出符号）が送信した緊

急信号を受信しましたか。

こちらは，……（名称又は呼出符号）が……時に送信した緊

急信号を受信しました。

ＱＵＥ そちらは，……（国語）で，必要ならば通訳付で通

話することができますか。できるとすれば，何周

波数で通話することができますか。

こちらは，……（国語）で，……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）で，

通話することができます。

ＱＵＦ そちらは，……（名称又は呼出符号）が送信した遭

難信号を受信しましたか。

こちらは，……（名称又は呼出符号）が……時に送信した遭

難信号を受信しました。

ＱＵＧ（２） そちらは，不時着水（又は着陸）しますか。 こちらは，直ちに不時着水（又は着陸）します。

又は

こちらは，……（位置又は場所）に……時に不時着水（又は

着陸）しようとしています。

ＱＵＨ 海面の現在の気圧をこちらに示してくれませんか。 海面の現在の気圧は，……（単位）です。

ＱＵＩ（２） そちらの航行灯は，ついていますか。 こちらの航行灯は，ついています。
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ＱＵＪ（２） そちら（又は……）に到着するための真方位による

航跡を示してくれませんか。

こちら（又は……）に到着するための真方位による航跡は

，……度です。……時現在で。

ＱＵＫ（２） そちらは，……（場所又は経緯度）で観測した海の

状態をこちらに示すことができますか。

……（場所又は経緯度）の海は，……です。

ＱＵＬ（２） そちらは，……（場所又は経緯度）で観測したうね

りをこちらに示すことができますか。

……（場所又は経緯度）のうねりは，……です。

ＱＵＭ こちらは，通常の業務を再開してもよろしいですか。 通常の業務を再開してもよろしい。

ＱＵＮ １　各局あての場合

こちらのすぐ付近（又は緯度……，経度……の付近）

（若しくは……の付近）にいる船舶は，その位置，

真針路及び速力を示してくれませんか。

２　１局あての場合

そちらの位置，真針路及び速力を示してくれません

か。

こちらの位置，真針路及び速力は，……です。

ＱＵＯ こちらは， 　

　 １　航空機 １　航空機

　 ２　船舶 ２　船舶

　 ３　救命浮機 ３　救命浮機

　 を緯度……，経度……の付近（又は他の表示による。）

で捜索しましようか。

を緯度……，経度……の付近（又は他の表示による。）で捜索

してください。

ＱＵＰ そちらの所在を こちらの所在を

　 １　探照灯 １　探照灯

　 ２　黒煙 ２　黒煙

　 ３　花火 ３　花火

　 で示してくれませんか。 で示します。

ＱＵＱ（２） そちらの着水（又は着陸）を容易にするため，こち

らは，こちらの探照灯をなるべく点滅して雲に垂

直に向け，次に貴航空機が見え，又は聞こえたと

きに，風上の方の水上（又は地上）に向けましよ

うか。

こちらの着水（又は着陸）を容易にするため，そちらの探照

灯をなるべく点滅して雲に垂直に向け，次に当航空機が見

え，又は聞こえたときに，風上の方の水上（又は地上）に

向けてください。

ＱＵＲ 生存者は， 生存者は，

　 １　救命具を受け取りましたか。 １　……の投下した救命具を受け取りました。

　 ２　救助船に収容されましたか。 ２　救助船に収容されました。

　 ３　地上の救助隊に救われましたか。 ３　地上の救助隊に救われました。

ＱＵＳ そちらは，生存者又は難破物を認めましたか。認め

たとすればどの位置で認めましたか。

こちらは，

１　水中の生存者

２　いかだの上の生存者

３　難破物

を緯度……，経度……（又は他の表示による。）で認めまし

た。

ＱＵＴ 事故の位置は，表示されていますか。 事故の位置は，

１　発火又は発煙

２　シーマーカ

３　シーマーカダイ

４　……（他の表示法を示す。）

で表示されています。

ＱＵＵ こちらは，船舶又は航空機をこちらの位置へ導きま

しようか。

船舶又は航空機……（名称又は呼出符号）を

１　……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）でそちらの呼出符号及び長線

を送信してそちらの位置へ，

２　……ｋＨｚ（又はＭＨｚ）でそちらに到着するためにと

る真針路を送信して，

導いてください。

ＱＵＷ そちらは，……（指示符又は緯度及び経度）で示す

捜索区域内にいますか。

こちらは，……（区域の指示）捜索区域内にいます。

ＱＵＸ（１） そちらには，現に発令中の航行警報又は強風警報が

ありますか。

こちらには，現に発令中の次の航行警報又は強風警報があり

ます。

ＱＵＹ 救命浮機の位置は，表示されていますか。 救命浮機の位置は，……時に

１　発火又は発煙

２　シーマーカ

３　シーマーカダイ

４　……（他の表示法を示す。）

で表示されました。

ＱＵＺ こちらは，制限付きで業務を再開してもよろしいで

すか。

遭難通信は，なお継続中です。制限付きで業務を再開しても

よろしい。

２　その他の略符号

（１）　国内通信及び国際通信に使用する略符号
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注

１　※を付した略符号は，航空移動業務並びに航空，航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用

してはならない。

２　文字の上に線を付した略符号は，その全部を１符号として送信するモールス符号とする。

略符号 意義

ＡＡ ……の後全部（反復を請求するためには問符の次に使用する。）

ＡＢ ……の前全部（反復を請求するためには問符の次に使用する。）

ＡＤＳ 名あて（反復を請求するためには問符の次に使用する。）

送信の終了符号

送信の待機を要求する符号

ＢＫ 送信の中断を要求する符号

ＢＮ ……と……との間全部（反復を請求するためには問符の次に使用する。）

ＢＱ ＲＱに対する答え

同一の伝送の異なる部分を分離する符号

Ｃ※ 肯定する（又はこの前の集合の意義は，肯定と解されたい。）。

ＣＦＭ 確認してください（又はこちらは，確認します。）。

ＣＬ こちらは，閉局します。

ＣＯＬ 照合してください（又はこちらは，照合します。）。

ＣＰ 特定の２局以上あて一般呼出し

ＣＱ 各局あて一般呼出し

ＣＳ 呼出符号（呼出符号を請求するために使用する。）

遭難していない局が伝送する遭難通報であることを識別するために使用する。

ＤＥ ……から（呼出局の呼出符号又は他の識別表示に前置して使用する。）

ＤＦ ……時の貴局の方位は，当局の疑わしいセクタ内で，……度でしたが，……度の誤差があるかもしれません。

ＤＩＳＴＲＥＳＳ 遭難

ＤＯ 方位は疑わしいから，後刻（又は……時に）再び測定を請求してください。

Ｅ 東（又は東経）

ＥＴＡ 到着見込時刻

欧文通信及び自動機通信の訂正符号

Ｋ 送信してください。

送信開始の符号

ＫＴＳ 毎時……海里（ノット）

ＭＩＮ 分時

ＭＳＧ 通報（海上移動業務においては，船舶の運航又は航行に関して船長の発受する電報を表示する前置符号）

Ｎ 北（又は北緯）

ＮＩＬ こちらは，そちらに送信するものがありません。

ＮＯ 否定する（又は誤り）。

ＮＷ 今
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ＮＸ※ 航海者への通報（次に航海者への通報が続きます。）

ＯＫ こちらは，同意します（又はよろしい。）。

ＯＬ 洋上無線書信

Ｐ 無線私報を表示する前置符号

ＰＢＬ 額表（反復を請求するためには問符の次に使用する。）

ＰＳＥ※ どうぞ

Ｒ 受信しました。

ＲＥＦ ……に関して（又は……を参照してください。）

ＲＰＴ 反復してください（又はこちらは，反復します。）（又は……を反復してください。）。

ＲＱ 請求の表示

Ｓ 南（又は南緯）

ＳＩＧ 署名（反復を請求するためには問符の次に使用する。）

ＳＬＴ 海上無線書信

遭難信号

ＳＶＣ 局報を表示する前置符号

ＳＹＳ 貴局報を参照してください。

ＴＦＣ 通信（又は電報）

ＴＲ 陸上局が移動局の位置及び次の寄航地を請求するために使用する。また，その答えを示す前置符号として使用

する。

ＴＴＴ この集合が３回送信されると安全信号となる。

ＴＵ ありがとう。

ＴＸＴ 本文（反復を請求するためには問符の次に使用する。）

通信の完了符号

ＶＶＶ 調整符号

Ｗ 西（又は西経）

ＷＡ ……の次の語（反復を請求するためには問符の次に使用する。）

ＷＢ ……の前の語（反復を請求するためには問符の次に使用する。）

ＷＤ 語又は集合

ＷＸ※ 気象報（又は次に気象報が続きます。）

ＸＱ 打合事項の伝送を表示するために使用する前置符号

ＸＸＸ この集合が３回送信されると緊急信号となる。

ＹＹＹ 衛生輸送体

ＹＺ※ 次に続く語は，普通語です。

（２）　国内通信にのみ使用する略符号

注　文字の上に線を付した略符号は，その全部を１符号として送信するモールス符号とする。

略符号 意義

コウ 電気通信業務の通信（施行規則第３７条第８号の通信を含む。）を表示する前置符号

カエ 電気通信業務の通信（施行規則第３７条第８号の通信を含む。）とその他の通信との切替符号

キ 貴局

ト 当局

ツ 通過番号

ガク 額表

チヤク 着信局名

ルイ 種類

ヤ 字（語）数

ハツ 発信局名

タナ 発信番号

トキ 受付時刻

ウヘ 名あて

ウケナ 受信人名

指定

39



記事

本文

オウブン 欧文通報

ワブン 和文通報

和文通報の終了又は訂正

ダツ 貴局通過番号……は，脱号です。

センソウ 通過番号の順位にかかわらず特に先送する通報

メ ……字（語）目を送信してください。

ヨワ ……と訂正してください。

イヤ どこから送信しましようか。

サラ 初めから更に送信してください。

ス ……以下少し送信してください。

ケシ 取り消してください。

カシラ 欧文通報の語数照合のため，名あて以下各語の頭字を送信してください。

ラスト 本文の終りの方を少し送信してください。

コヌ 当局着信又は中継信ではありません。

カミ 当局は受信用紙がありませんからこのまましばらく待つてください。

ヌケル 短点が脱落気味です。

キエル 字号が消え気味です。

ネバル 字号が密着気味です。

ＥＸ 機器の調整又は実験のため調整符号を発射するときに使用する。

非常符号

ＥＸＺ 欧文の非常通報の前置符号

ＭＤＣ 医療符号

ＨＲ 通報を送信します（ 初の通報を送信しようとするときに使用する。）。

ＡＨＲ 通報を引き続いて送信します（２通以上の通報を連続して送信する場合において，１通の通報の終了に引き続

いて次の通報を送信しようとするときに使用する。）。

ＫＥＥＰ 機上に保留してください。

別表第三号　削除

別表第四号　無線電話通信の略語（第１４条関係）

注

１　※を付した略語は，航空移動業務並びに航空，航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用しては

ならない。

２　国際通信においては，略語（ＭＡＹＤＡＹ，ＰＡＮ　ＰＡＮ，ＳＥＣＵＲＩＴＥ，ＳＥＥＬＯＮＣＥ　ＭＡＹＤＡＹ，ＳＥＥＬＯＮＣ

Ｅ　ＦＥＥＮＥＥ，ＰＲＵＤＯＮＣＥ，ＣＯＲＲＥＣＴＩＯＮ，ＩＮＴＥＲＣＯ及びこれらに相当する略語を除く。）は，必要に応じこ

れに相当する外国語に代えるものとする。

略語 意義又は左欄の略語に相当する無線電信通信の略符号

遭難，ＭＡＹＤＡＹ又はメーデー

緊急，ＰＡＮ　ＰＡＮ又はパンパン ＸＸＸ

警報，ＳＥＣＵＲＩＴＥ又はセキュリテ ＴＴＴ

衛生輸送体，ＭＥＤＩＣＡＬ又はメディカル ＹＹＹ
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非常

各局 ＣＱ又はＣＰ

医療 ＭＤＣ

こちらは ＤＥ

どうぞ Ｋ

了解又はＯＫ Ｒ又はＲＲＲ

お待ち下さい

反復 ＲＰＴ

ただいま試験中 ＥＸ

本日は晴天なり ＶＶＶ

訂正又はＣＯＲＲＥＣＴＩＯＮ

終り

さようなら

誰かこちらを呼びましたか ＱＲＺ？

明りよう度 ＱＲＫ

感度 ＱＳＡ

そちらは……（周波数，周波数帯又は通信路）に変えてください ＱＳＵ

こちらは……（周波数，周波数帯又は通信路）に変更します ＱＳＷ

こちらは……（周波数，周波数帯又は通信路）を聴取します ＱＳＸ

通報が……（通数）通あります ＱＴＣ

通報はありません ＱＲＵ

ＩＮＴＥＲＣＯ※ 次に国際通信書による符号の集合が続きます。

通信停止遭難，ＳＥＥＬＯＮＣＥ　ＭＡＹＤＡＹ又はシーロンス　メーデー

ＱＲＴ　

通信停止遭難，ＳＥＥＬＯＮＣＥ　ＤＩＳＴＲＥＳＳ又はシーロンス　ディストレスＱＲＴ　ＤＩＳＴＲＥＳＳ

遭難通信終了，ＳＥＥＬＯＮＣＥ　ＦＥＥＮＥＥ又はシーロンス　フィニィ ＱＵＭ

沈黙一部解除※，ＰＲＵ－ＤＯＮＣＥ※又はプルドンス※ ＱＵＺ

別表第五号　通話表（第１４条関係）

１　和文通話表

文字

ア　
あさひ

朝日のア イ　いろはのイ ウ　
うえの

上野のウ エ　
えいご

英語のエ オ　
おおさか

大阪のオ

カ　
かわせ

為替のカ キ　
きつて

切手のキ ク　クラブのク ケ　
けしき

景色のケ コ　
こども

子供のコ

サ　
さくら

桜 のサ シ　
しんぶん

新聞のシ ス　すずめのス セ　
せかい

世界のセ ソ　そろばんのソ

タ　
たばこ

煙草のタ チ　ちどりのチ ツ　つるかめのツ テ　
てがみ

手紙のテ ト　
とうきよう

東京 のト

ナ　
なごや

名古屋のナ ニ　
につぽん

日本のニ ヌ　
ぬまず

沼津のヌ ネ　ねずみのネ ノ　
のはら

野原のノ

ハ　はがきのハ ヒ　
ひこうき

飛行機のヒ フ　
ふじさん

富士山のフ ヘ　
へいわ

平和のヘ ホ　
ほけん

保険のホ

マ　マツチのマ ミ　
みかさ

三笠のミ ム　
むせん

無線のム メ　
めいじ

明治のメ モ　もみじのモ

ヤ　
やまと

大和のヤ ― ユ　
ゆみや

弓矢のユ ― ヨ　
よしの

吉野のヨ

ラ　ラジオのラ リ　りんごのリ ル　るすいのル レ　れんげのレ ロ　ローマのロ
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ワ　わらびのワ ヰ　ゐどのヰ ― ヱ　かぎのあるヱ ヲ　
をわり

尾張のヲ

ン　おしまいのン ゛　
だくてん

濁点 ゜　
はんだくてん

半濁点 　 　

数字

一　
すうじ

数字のひと 二　
すうじ

数字のに 三　
すうじ

数字のさん 四　
すうじ

数字のよん 五　
すうじ

数字のご

六　
すうじ

数字のろく 七　
すうじ

数字のなな 八　
すうじ

数字のはち 九　
すうじ

数字のきゆう 〇　
すうじ

数字のまる

記号

ー　
ちようおん

長音 、　
くぎりてん

区切点 └　
だんらく

段落 （　
したむきかつこ

下向括弧 ）　
うわむきかつこ

上向括弧

注　数字を送信する場合には，誤りを生ずるおそれがないと認めるときは，通常の発音による（例「１５００」は，「せんごひやく」と

する。）か又は「
すうじ

数字の」の語を省略する（例「１５００」は，「ひとごまるまる」とする。）ことができる。

「使用例」

１　「ア」は，「
あさひ

朝日のア」と送る。

２　「バ」又は「パ」は，「はがきのハに
だくてん

濁点」又は「はがきのハに
はんだくてん

半濁点」と送る。

２　欧文通話表

（１）　文字

文字 使用する語 発音

　 　 ラテンアルファベットによる英語式の表示（国際音標文字による表示）

Ａ ＡＬＦＡ

ＡＬ　ＦＡＨ

Ｂ ＢＲＡＶＯ

ＢＲＡＨ　ＶＯＨ

Ｃ ＣＨＡＲＬＩＥ

ＣＨＡＲ　ＬＥＥ 又は

　 　

ＳＨＡＲ　ＬＥＥ

Ｄ ＤＥＬＴＡ

ＤＥＬＬ　ＴＡＨ

Ｅ ＥＣＨＯ

ＥＣＫ　ＯＨ

Ｆ ＦＯＸＴＲＯＴ

ＦＯＫＳ　ＴＲＯＴ

Ｇ ＧＯＬＦ

ＧＯＬＦ
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Ｈ ＨＯＴＥＬ

ＨＯＨ　ＴＥＬＬ

Ｉ ＩＮＤＩＡ

ＩＮ　ＤＥＥ　ＡＨ

Ｊ ＪＵＬＩＥＴＴ

ＪＥＷ　ＬＥＥ　ＥＴＴ

Ｋ ＫＩＬＯ

ＫＥＹ　ＬＯＨ

Ｌ ＬＩＭＡ

ＬＥＥ　ＭＡＨ

Ｍ ＭＩＫＥ

ＭＩＫＥ

Ｎ ＮＯＶＥＭＢＥＲ

ＮＯ　ＶＥＭ　ＢＥＲ

Ｏ ＯＳＣＡＲ

ＯＳＳ　ＣＡＨ

Ｐ ＰＡＰＡ

ＰＡＨ　ＰＡＨ

Ｑ ＱＵＥＢＥＣ

ＫＥＨ　ＢＥＣＫ

Ｒ ＲＯＭＥＯ

ＲＯＷ　ＭＥ　ＯＨ
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Ｓ ＳＩＥＲＲＡ

ＳＥＥ　ＡＩＲ　ＲＡＨ

Ｔ ＴＡＮＧＯ

ＴＡＮＧ　ＧＯ

Ｕ ＵＮＩＦＯＲＭ

ＹＯＵ　ＮＥＥ　ＦＯＲＭ 又は

　 　

ＯＯ　ＮＥＥ　ＦＯＲＭ

Ｖ ＶＩＣＴＯＲ

ＶＩＫ　ＴＡＨ

Ｗ ＷＨＩＳＫＥＹ

ＷＩＳＳ　ＫＥＹ

Ｘ Ｘ―ＲＡＹ

ＥＣＫＳ　ＲＡＹ

Ｙ ＹＡＮＫＥＥ

ＹＡＮＧ　ＫＥＹ

Ｚ ＺＵＬＵ

ＺＯＯ　ＬＯＯ

注　ラテンアルファベットによる英語式の発音の表示において，下線を付してある部分は語勢の強いことを示す。

「使用例」

「Ａ」は，「ＡＬ　ＦＡＨ」と送る。

（２）　数字及び記号

数 字 及 び

記号

海上移動業務 航空移動業務

　 国際通信 国内通信 使用する語 発音

　 使用する語 発音 使用する語 　

　 　 ラテンアルファベット

による英語式の表示

　 　 ラテンアルファベットによる英語式の表示

（国際音標文字による表示）

０ ＮＡＤＡＺＥＲ

Ｏ

ＮＡＨ－ＤＡＨ－ＺＡ

Ｙ－ＲＯＨ

すうじ

数字のまる ＺＥＲＯ

ＺＥ－ＲＯ
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１ ＵＮＡＯＮＥ ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ
すうじ

数字のひと ＯＮＥ

ＷＵＮ

２ ＢＩＳＳＯＴＷ

Ｏ

ＢＥＥＳ－ＳＯＨ－Ｔ

ＯＯ

すうじ

数字のに ＴＷＯ

ＴＯＯ

３ ＴＥＲＲＡＴＨ

ＲＥＥ

ＴＡＹ－ＲＡＨ－ＴＲ

ＥＥ

すうじ

数字のさん ＴＨＲＥＥ

ＴＲＥＥ

４ ＫＡＲＴＥＦＯ

ＵＲ

ＫＡＲ－ＴＡＹ－ＦＯ

ＷＥＲ

すうじ

数字のよん ＦＯＵＲ

ＦＯＷ－ｅｒ

５ ＰＡＮＴＡＦＩ

ＶＥ

ＰＡＮ－ＴＡＨ－ＦＩ

ＶＥ

すうじ

数字のご ＦＩＶＥ

ＦＩＦＥ

６ ＳＯＸＩＳＩＸ ＳＯＫ－ＳＥＥ－ＳＩ

Ｘ

すうじ

数字のろく ＳＩＸ

ＳＩＸ

７ ＳＥＴＴＥＳＥ

ＶＥＮ

ＳＡＹ－ＴＡＹ－ＳＥ

ＶＥＮ

すうじ

数字のなな ＳＥＶＥＮ

ＳＥＶ－ｅｎ

８ ＯＫＴＯＥＩＧ

ＨＴ

ＯＫ－ＴＯＨ－ＡＩＴ
すうじ

数字のはち ＥＩＧＨＴ

ＡＩＴ

９ ＮＯＶＥＮＩＮ

Ｅ

ＮＯ－ＶＡＹ－ＮＩＮ

ＥＲ

すうじ

数字のきゆう ＮＩＮＥ

ＮＩＮ－ｅｒ

００ 　 　 　 Ｈ Ｕ Ｎ Ｄ Ｒ

ＥＤ

ＨＵＮ－ｄｒｅｄ

０００ 　 　 　 ＴＨＯＵＳＡ

ＮＤ

ＴＯＵ－ＳＡＮＤ
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．（ 小 数

点）

ＤＥＣＩＭＡＬ ＤＡＹ－ＳＥＥ－ＭＡ

Ｌ

しようすうてん

小数点 Ｄ Ｅ Ｃ Ｉ Ｍ

ＡＬ

Ｄ Ａ Ｙ － Ｓ Ｅ Ｅ － Ｍ Ａ Ｌ

．（終点） ＳＴＯＰ ＳＴＯＰ
しゆうてん

終点 　 　

（ 　 　
みぎむきかつこ

右向括弧 　 　

） 　 　
ひだりむきかつこ

左向括弧 　 　

／ 　 　
しやせん

斜線 　 　

注

１　ラテンアルファベットによる英語式の発音の表示において，大文字の部分は語勢の強いことを示す。

２　ＨＵＮＤＲＥＤは，航空移動業務において，端数のない百位の数字の発音に使用する。

３　ＴＨＯＵＳＡＮＤは，航空移動業務において，端数のない千位の数字又はＨＵＮＤＲＥＤの語を使用する数字における千位の数字の発

音に使用する。

「使用例」

「数字」は，次のように送る。

数字 海上移動業務（国際通信） 航空移動業務

１０ ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ　ＮＡＨ－ＤＡＨ－ＺＡＹ－ＲＯＨ ＷＵＮ　ＺＥ－ＲＯ

７５．７ ＳＡＹ－ＴＡＹ－ＳＥＶＥＮ　ＰＡＮ－ＴＡＨ－ＦＩＶＥ　ＤＡＹ－Ｓ

ＥＥ－ＭＡＬ　ＳＡＹ－ＴＡＹ－ＳＥＶＥＮ

ＳＥＶ－ｅｎ　ＦＩＦＥ　ＤＡＹ－ＳＥＥ－

ＭＡＬ　ＳＥＶ－ｅｎ

１００ ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ　ＮＡＨ－ＤＡＨ－ＺＡＹ－ＲＯＨ　ＮＡＨ－Ｄ

ＡＨ－ＺＡＹ－ＲＯＨ

ＷＵＮ　ＨＵＮ－ｄｒｅｄ

１１８ ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ　ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ　ＯＫ－ＴＯＨ－ＡＩＴ ＷＵＮ　ＷＵＮ　ＡＩＴ　ＷＵＮ　ＷＵＮ　

ＡＩＴ　ＤＡＹ－ＳＥＥ－ＭＡＬ　ＺＥ－

ＲＯ（注）

１１８．

１

ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ　ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ　ＯＫ－ＴＯＨ－ＡＩ

Ｔ　ＤＡＹ－ＳＥＥ－ＭＡＬ　ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ

ＷＵＮ　ＷＵＮ　ＡＩＴ　ＤＡＹ－ＳＥＥ－

ＭＡＬ　ＷＵＮ

１１８．

１２５

ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ　ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ　ＯＫ－ＴＯＨ－ＡＩ

Ｔ　ＤＡＹ－ＳＥＥ－ＭＡＬ

ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ　ＢＥＥＳ－ＳＯＨ－ＴＯＯ　ＰＡＮ－ＴＡＨ－

ＦＩＶＥ

ＷＵＮ　ＷＵＮ　ＡＩＴ　ＤＡＹ－ＳＥＥ－

ＭＡＬ　ＷＵＮ　ＴＯＯ　ＦＩＦＥ

ＷＵＮ　ＷＵＮ　ＡＩＴ　ＤＡＹ－ＳＥＥ－

ＭＡＬ　ＷＵＮ　ＴＯＯ（注）

１１８．

１５０

ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ　ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ　ＯＫ－ＴＯＨ－ＡＩ

Ｔ　ＤＡＹ－ＳＥＥ－ＭＡＬ　ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ

ＰＡＮ－ＴＡＨ－ＦＩＶＥ　ＮＡＨ－ＤＡＨ－ＺＡＹ－ＲＯＨ

ＷＵＮ　ＷＵＮ　ＡＩＴ　ＤＡＹ－ＳＥＥ－

ＭＡＬ　ＷＵＮ　ＦＩＦＥ　ＺＥ－ＲＯ

ＷＵＮ　ＷＵＮ　ＡＩＴ　ＤＡＹ－ＳＥＥ－

ＭＡＬ　ＷＵＮ　ＦＩＦＥ（注）

７６００ ＳＡＹ－ＴＡＹ－ＳＥＶＥＮ　ＳＯＫ－ＳＥＥ－ＳＩＸ　ＮＡＨ－ＤＡ

Ｈ－ＺＡＹ－ＲＯＨ　ＮＡＨ－ＤＡＨ－ＺＡＹ－ＲＯＨ

ＳＥＶ－ｅｎ　ＴＯＵ－ＳＡＮＤ　ＳＩＸ　

ＨＵＮ－ｄｒｅｄ

１１００

０

ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ　ＯＯ－ＮＡＨ－ＷＵＮ　ＮＡＨ－ＤＡＨ－ＺＡ

Ｙ－ＲＯＨ　ＮＡＨ－ＤＡＨ－ＺＡＹ－ＲＯＨ　ＮＡＨ－ＤＡＨ－Ｚ

ＡＹ－ＲＯＨ

ＷＵＮ　ＷＵＮ　ＴＯＵ－ＳＡＮＤ

３８１４

３

ＴＡＹ－ＲＡＨ－ＴＲＥＥ　ＯＫ－ＴＯＨ－ＡＩＴ　ＯＯ－ＮＡＨ－Ｗ

ＵＮ　ＫＡＲ－ＴＡＹ－ＦＯＷＥＲ　ＴＡＹ－ＲＡＨ－ＴＲＥＥ

ＴＲＥＥ　ＡＩＴ　ＷＵＮ　ＦＯＷ－ｅｒ　

ＴＲＥＥ

注　航空移動業務において，ＶＨＦ周波数の識別を行う場合には，小数点の後に 大２けたまでの数字を送信するものとする。ただし，

当該周波数が整数である場合には，小数点の後にＺＥ－ＲＯを１回送信するものとする。

別表第六号　削除

別表第七号　警急信号の構成（第七十三条関係）

一　無線電話による警急信号は、交互に送信する実質的に正弦波である可聴周波数の二音（一音は二、二〇〇ヘルツの周波数、他の一音

は一、三〇〇ヘルツの周波数）から成るものとし、各音の長さは二五〇ミリ秒とする。この場合、自動機によるときは 短三十秒間、

長一分間継続して送信するものとし、他の方法によるときは約一分間なるべく継続して送信するものとする。

二　海岸局が送信する無線電話による警急信号は、二に規定するものに十秒間送信する一音（二に規定する一、三〇〇ヘルツの可聴周波

数の一音とする。）を付加したものとすることができる。

別表第八号　削除

別表第九号（第六十三条参照）　削除

別表第十号　安全通報及びその種類の例（第九十六条関係）

一　氷

氷―大きい氷山を見た。四六〇五Ｎ、四四一〇Ｗ、五月十五日〇八〇〇ＵＴＣ

Ｉｃｅ―Ｌａｒｇｅ　ｂｅｒｇ　ｓｉｇｈｔｅｄ　ｉｎ　４６０５　Ｎ．，　４４１０　Ｗ．，　ａｔ　０８００　ＵＴＣ．　Ｍａｙ　１

５．

二　遺棄物

遺棄物―ほとんど沈んだ遺棄物を見た。四〇〇六Ｎ、一二四三Ｗ、四月二十一日一六三〇ＵＴＣ

Ｄｅｒｅｌｉｃｔ―Ｏｂｓｅｒｖｅｄ　ｄｅｒｅｌｉｃｔ　ａｌｍｏｓｔ　ｓｕｂｍｅｒｇｅｄ　ｉｎ　４００６　Ｎ．，　１２４３　

Ｗ．，　ａｔ　１６３０　ＵＴＣ．　Ａｐｒｉｌ　２１．

三　航行に対する危険

航行―某燈船は、正常の位置にない。一月三日一八〇〇ＵＴＣ
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Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ―Ａｌｐｈａ　ｌｉｇｈｔｓｈｉｐ　ｎｏｔ　ｏｎ　ｓｔａｔｉｏｎ．　１８００　ＵＴＣ．　Ｊａｎｕａｒｙ　

３．

四　熱帯性暴風雨

（一）　暴風雨―八月十八日〇〇三〇ＵＴＣ。二二〇四Ｎ、一一三五四Ｅ。気圧計更正九九四ミリバール、傾向六ミリバール下降。

北西の風、風力九、強いスコール。東の高いうねり。針路〇六七、五ノツト

Ｓｔｏｒｍ―００３０　ＵＴＣ．　Ａｕｇｕｓｔ　１８．　２２０４　Ｎ．，　１１３５４　Ｅ．　Ｂａｒｏｍｅｔｅｒ　ｃｏｒｒｅｃ

ｔｅｄ　９９４　ｍｉｌｌｉｂａｒｓ，　ｔｅｎｄｅｎｃｙ　ｄｏｗｎ　６　ｍｉｌｌｉｂａｒｓ．　Ｗｉｎｄ　ＮＷ．，　ｆｏｒｃ

ｅ　９，　ｈｅａｖｙ　ｓｑｕａｌｌｓ．　Ｈｅａｖｙ　ｅａｓｔｅｒｌｙ　ｓｗｅｌｌ．　Ｃｏｕｒｓｅ　０６７，　５ｋｎｏｔ

ｓ．

（二）　暴風雨―ハリケーンの接近の兆候がある。九月十四日一三〇〇ＵＴＣ。二二〇〇Ｎ、七二三六Ｗ。気圧計更正二九・六四イン

チ、傾向〇・〇一五インチ下降。北東の風、風力八、頻繁な雨を伴うスコール。針路〇三五、九ノツト

Ｓｔｏｒｍ―Ａｐｐｅａｒａｎｃｅｓ　ｉｎｄｉｃａｔｅ　ａｐｐｒｏａｃｈ　ｏｆ　ｈｕｒｒｉｃａｎｅ．　１３００　ＵＴＣ．　

Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　１４．　２２００　Ｎ．，　７２３６　Ｗ．　Ｂａｒｏｍｅｔｅｒ　ｃｏｒｒｅｃｔｅｄ　２９．　６４　ｉｎ

ｃｈｅｓ，　ｔｅｎｄｅｎｃｙ　ｄｏｗｎ．　０１５　ｉｎｃｈｅｓ．　Ｗｉｎｄ　ＮＥ．，　ｆｏｒｃｅ　８，　ｆｒｅｑｕｅｎｔ　

ｒａｉｎ　ｓｑｕａｌｌｓ．　Ｃｏｕｒｓｅ　０３５，９　ｋｎｏｔｓ．

（三）　暴風雨―強いサイクロンが発生した模様である。五月四日〇二〇〇ＵＴＣ。一六二〇Ｎ、九二〇三Ｅ。気圧計無更正七五三ミリ

メートル、傾向五ミリメートル下降。南微西の風、風力五。針路三〇〇、八ノツト

Ｓｔｏｒｍ―Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ　ｉｎｄｉｃａｔｅ　ｉｎｔｅｎｓｅ　ｃｙｃｌｏｎｅ　ｈａｓ　ｆｏｒｍｅｄ．０２００　Ｕ

ＴＣ．　Ｍａｙ　４．　１６２０　Ｎ．，　９２０３　Ｅ．　Ｂａｒｏｍｅｔｅｒ　ｕｎｃｏｒｒｅｃｔｅｄ　７５３　ｍｉｌｌｉｍ

ｅｔｒｅｓ，　ｔｅｎｄｅｎｃｙ　ｄｏｗｎ　５　ｍｉｌｌｉｍｅｔｒｅｓ．　Ｗｉｎｄ　Ｓ．　ｂｙ　Ｗ．，　ｆｏｒｃｅ　５．　Ｃ

ｏｕｒｓｅ　３００，　８　ｋｎｏｔｓ．

（四）　暴風雨―南東にタイフーン。六月十二日〇三〇〇ＵＴＣ。一八一二Ｎ、一二六〇五Ｅ。気圧計が急速に下降しつつある。北の風

が強まりつつある。

Ｓｔｏｒｍ―Ｔｙｐｈｏｏｎ　ｔｏ　ｓｏｕｔｈｅａｓｔ．　０３００　ＵＴＣ．　Ｊｕｎｅ　１２，　１８１２　Ｎ．，１２６０５　

Ｅ．　Ｂａｒｏｍｅｔｅｒ　ｆａｌｌｉｎｇ　ｒａｐｉｄｌｙ．　Ｗｉｎｄ　ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ　ｆｒｏｍ　Ｎ．

（五）　暴風雨―風力一一、暴風雨警報通信を受けていない。五月四日〇三〇〇ＵＴＣ。四八三〇Ｎ、三〇Ｗ。気圧計更正九八三ミリバ

ール、傾向四ミリバール下降。南西の風、風力一一、順転。針路二六〇、六ノツト

Ｓｔｏｒｍ―Ｗｉｎｄ　ｆｏｒｃｅ　１１，　ｎｏ　ｓｔｏｒｍ　ｗａｒｎｉｎｇ　ｒｅｃｅｉｖｅｄ．　０３００　ＵＴＣ．　Ｍａ

ｙ　４，　４８３０　Ｎ．，　３０　Ｗ．Ｂａｒｏｍｅｔｅｒ　ｃｏｒｒｅｃｔｅｄ　９８３　ｍｉｌｌｉｂａｒｓ，　ｔｅｎｄｅｎ

ｃｙ　ｄｏｗｎ　４　ｍｉｌｌｉｂａｒｓ．　Ｗｉｎｄ　ＳＷ．，　ｆｏｒｃｅ　１１　ｖｅｅｒｉｎｇ．　Ｃｏｕｒｓｅ　２６０，

　６　ｋｎｏｔｓ．

五　氷結

激しく着氷しつつある。三月二日一四〇〇ＵＴＣ。六九Ｎ、一〇Ｗ。気温一八。海水温度二九。北東の風、風力八

Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｉｎｇ　ｓｅｖｅｒｅ　ｉｃｉｎｇ．１４００　ＵＴＣ．　Ｍａｒｃｈ　２．６９　Ｎ．，　１０Ｗ．　Ａｉｒ　ｔｅ

ｍｐｅｒａｔｕｒｅ　１８．　Ｓｅａ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　２９．　Ｗｉｎｄ　ＮＥ．，　ｆｏｒｃｅ　８．

別表第十一号　削除

別表第十二号　航空移動業務及び航空移動衛星業務における航空機の安全運航及び正常運航に関する通信の通報（第百五十条関係）

一　航空機の安全運航に関する通信の通報

（一）　航空機の移動及び航空交通管制に関する通報

イ　飛行計画通報

ロ　変更及び調整に関する通報

（１）　出発通報

（２）　遅延通報

（３）　到着通報

（４）　境界到達予定通報

（５）　飛行計画変更通報

（６）　管制の調整に関する通報

（７）　管制の受諾に関する通報

ハ　飛行計画取消通報

ニ　管制承認通報

ホ　管制の移管に関する通報

ヘ　補足飛行計画の要求に関する通報

ト　位置報告の通報

（二）　航行中の航空機に関し、急を要する通報（当該航空機を運行する者から発し又は航空機局の送信するものに限る。）

（三）　航行中又は出発直前の航空機に関し、急を要する気象情報

（四）　その他航行中又は出発直前の航空機に関する通報

二　航空機の正常運航に関する通信の通報

（一）　航空機の運航計画の変更に関する通報

（二）　航空機の運航に関する通報

（三）　運航計画の変更に基づく旅客及び乗員の要件の変更に関する通報（当該航空機を運行する者にあてるものに限る。）

（四）　航空機の予定外の着陸に関する通報

（五）　至急に入手すべき航空機の部分品及び材料に関する通報

（六）　航空機の安全運航又は正常運航に関して必要な施設の運用又は保守に関する通報
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